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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体を吐出する吐出口を有し記録動作を行う液体吐出ヘッドへ供給される液体を貯留す
るタンクと、
　前記液体吐出ヘッドと前記タンクを含む循環流路で液体を循環させる循環動作を行う循
環手段と、
　前記吐出口を覆うキャップと、
　前記吐出口から液体を排出させる回復動作を行う回復手段と、
　前記タンクに貯留される液体を脱気する脱気動作を行う脱気手段と、を備える液体吐出
装置であって、
　前記回復動作後であって、かつ、前記回復動作後の最初の前記記録動作の開始前に、前
記循環動作を停止した状態で前記脱気動作を実行した後に、前記キャップにより前記吐出
口が覆われた状態で前記循環動作を所定時間実行することを特徴とする液体吐出装置。
【請求項２】
　前記タンクの内部と大気との連通または遮断を切替可能な大気開放弁を備え、
　前記循環動作を実行する場合は前記大気開放弁を開放し、前記脱気動作を実行する場合
は前記大気開放弁を閉塞することを特徴とする請求項１に記載の液体吐出装置。
【請求項３】
　前記循環手段による液体の循環時間、液体の温度、及び前記タンクおける液体の貯留量
に基づいて前記循環流路内の液体の溶存酸素量を推定する推定手段を備えることを特徴と
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する請求項１または２に記載の液体吐出装置。
【請求項４】
　記録開始信号を受信した場合、前記記録開始信号に応じた記録動作によって前記溶存酸
素量の推定値が閾値を超えるか否かを判断する判断手段を備え、
　前記判断手段は、前記推定値が前記閾値を超えないと判断した場合は前記記録動作を実
行し、前記推定値が前記閾値を超えると判断した場合は前記脱気動作を実行した後に前記
記録動作を実行することを特徴とする請求項３に記載の液体吐出装置。
【請求項５】
　前記液体吐出ヘッドは、液体を吐出するために利用されるエネルギーを発生する素子と
、前記素子を内部に備える圧力室と、を有し、
　前記循環流路は前記圧力室を含むことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に
記載の液体吐出装置。
【請求項６】
　前記循環流路は、前記タンクから前記液体吐出ヘッドへ液体を供給するための上流流路
と、前記液体吐出ヘッドから前記タンクへ液体を回収するための下流流路と、を含むこと
を特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の液体吐出装置。
【請求項７】
　前記記録動作は、前記循環手段により前記循環流路内の液体が循環している状態で行わ
れることを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の液体吐出装置。
【請求項８】
　前記所定時間は、前記循環動作により前記循環流路内に残留する気泡の径が所定の径よ
り小さくなる時間が設定されることを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載
の液体吐出装置。
【請求項９】
　前記所定の径は、気泡の最大径が、前記循環流路の断面の最大寸法未満であることを特
徴とする請求項８に記載の液体吐出装置。
【請求項１０】
　前記液体吐出ヘッドは、　前記吐出口が記録媒体の幅に相当する領域に配列されたライ
ン型であることを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の液体吐出装置。
【請求項１１】
　液体吐出ヘッドに形成された吐出口から液体を吐出させて記録媒体への記録動作を行う
液体吐出装置であって、
　液体供給源から前記液体吐出ヘッドを経て前記液体供給源に至る循環流路内に前記液体
を循環させる循環手段と、
　前記液体の溶存気体量を減少させる脱気動作を行う脱気手段と、
　前記吐出口からの液体吐出性能を回復させるために前記吐出口から液体を排出させる回
復動作を行う回復手段と、
　前記回復動作後であって、かつ、前記回復動作後の最初の前記記録動作が開始される以
前に、前記脱気動作を開始させると共に、前記循環流路内に、前記脱気動作によって脱気
された液体を循環させる制御手段と、を備え、
　前記制御手段は、記録開始信号を受信した場合、前記記録開始信号に応じた記録動作に
よって液体の溶存気体量の推定値が所定の溶存気体量の閾値を超えるか否かを判断し、前
記推定値が前記閾値以下であると判断した場合には前記記録開始信号に応じた記録動作を
実行し、前記推定値が前記閾値を超えると判断した場合には前記タンクにおける液体の脱
気動作を前記記録動作に優先して行うことを特徴とする液体吐出装置。
【請求項１２】
　液体を吐出する吐出口を有し記録動作を行う液体吐出ヘッドへ供給される液体を貯留す
るタンクと、前記吐出口を覆うキャップと、を備える液体吐出装置の液体吐出方法であっ
て、
　前記吐出口から液体を排出させる回復動作を行う回復工程と、
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　前記回復工程後であって、かつ、前記回復工程後の最初の前記記録動作の開始前に、前
記液体吐出ヘッドと前記タンクを含む循環流路で液体を循環させる循環動作を停止した状
態で前記タンクに貯留される液体を脱気する脱気工程と、
　前記脱気工程の後に、前記キャップにより前記吐出口が覆われた状態で前記循環動作を
所定時間実行する循環工程と、を有することを特徴とする液体吐出方法。
【請求項１３】
　前記記録動作は、前記循環手段により前記循環流路内の液体が循環している状態で行わ
れることを特徴とする請求項１２に記載の液体吐出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液滴を吐出する吐出口を備えた液体吐出ヘッドに対して液体を供給する液体
供給手段を備えた液体吐出装置、液体吐出方法、および液体吐出ヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、この種の液体吐出装置としては、液体として色材を含んだ液体や、記録される画
像の画質を調整するための処理液などの液体（以下、これらを総じてインクともいう）を
吐出して画像を形成するインクジェット記録装置がある。このインクジェット記録装置に
おいて、液体吐出ヘッド、あるいは液体吐出ヘッドに連結されるインク流路内のインクに
は、通常、気体が一定量溶解している。このインク内に溶解している気体が気泡となり、
さらにその気泡が流路や液体吐出ヘッド内で成長した場合、インクの流れを妨げたり、吐
出口からのインクの吐出が阻害されたりすることがあり、これが画像不良を発生させる要
因となっている。
【０００３】
　このため、インクジェット記録装置では、液体吐出ヘッドの吐出口をキャップで覆った
状態で減圧し、記録ヘッドの吐出口内、あるいは流路内からインクを強制的に回収させて
、インク内に混入している気泡を除去する吸引回復動作を行っている。この吸引回復動作
は、前回の吸引動作後の気泡の発生・成長を考慮して一定の時間間隔で行っている。イン
クにおける気泡の発生について最悪の条件を想定し、その条件においても吐出不良を起こ
さないような回復動作間隔を定めた場合、廃インク量が増大するという問題が生じる。
【０００４】
　このような問題を解消する技術として、特許文献１にはインク流路にインクを充填する
前の流路形成部材内の気体量と、インク流路にインクを充填した後の流路形成部材内の平
衡気体量とに基づいて回復動作を制御する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１３－２２８８６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、インクジェット記録装置を設置した後に、記録ヘッドを初めて駆動する
場合、あるいはヘッドを交換した場合、吸引回復処理などを実施したとしても、気泡が記
録ヘッドやインク流路から十分に除去できず、残留する可能性がある。そして、残留した
気泡は、樹脂からの透過、および過飽和インクからの析出などにより成長していく可能性
が高く、その成長した気泡によってインク流路におけるインクの流通が遮断されたり、吐
出口からのインクの吐出が阻止されたりすることがある。特に、インクが充填されていな
いドライな初期状態からインクを充填して使用する場合、樹脂流路では樹脂に吸着されて
いた気泡が析出し、気泡が発生・成長し易いため、吸引回復処理などを実施しても気泡が
残留する可能性がある。
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【０００７】
　従って、特許文献１に記載された技術にあっても、流路からの気泡の析出が多い初期段
階では、頻繁に回復動作を行なう必要がある。回復動作の頻度が高まると、廃インク量が
多くなり、インクの消費によるランニングコストが増大すると共に、廃インクタンクの容
量を拡大させる必要がある。
【０００８】
　本発明は、回復動作後に脱気した液体を流動させて流路内の泡を取り除くことにより、
インク消費量の低減、および廃液タンクの大型化などを抑制することが可能な液体吐出装
置、液体吐出記録方法、および液体吐出ヘッドの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、液体を吐出する吐出口を有し記録動作を行う液体吐出ヘッドへ供給される液
体を貯留するタンクと、前記液体吐出ヘッドと前記タンクを含む循環流路で液体を循環さ
せる循環動作を行う循環手段と、前記吐出口を覆うキャップと、前記吐出口から液体を排
出させる回復動作を行う回復手段と、前記タンクに貯留される液体を脱気する脱気動作を
行う脱気手段と、を備える液体吐出装置であって、前記回復動作後であって、かつ、前記
回復動作後の最初の前記記録動作の開始前に、前記循環動作を停止した状態で前記脱気動
作を実行した後に、前記キャップにより前記吐出口が覆われた状態で前記循環動作を所定
時間実行することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、液体供給源から液体吐出ヘッドを経て前記液体供給源に至る循環流路
内に液体を循環させつつ液体吐出ヘッドに形成された吐出口から液体を吐出させて記録媒
体への記録を行う液体吐出方法であって、前記吐出口からの液体吐出性能を回復させるた
めに前記吐出口から液体を排出させる回復動作を行う回復工程と、前記回復動作後であっ
て、かつ、前記回復工程の後の最初の記録動作が開始される以前に、前記液体の溶存気体
量を減少させる脱気動作を行う脱気工程と、前記脱気動作によって脱気された液体を前記
循環流路内に循環させることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、上記液体吐出装置に含まれる液体吐出ヘッドであって、前記液体吐出
ヘッドは、液体を吐出する吐出口と、液体を吐出するために利用されるエネルギーを発生
する記録素子と、前記記録素子を内部に備える圧力室と、を備え、前記圧力室内の液体は
当該圧力室の外部との間で循環されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、回復動作後に脱気した液体を流動させて流路内の泡を取り除くことに
より、液体消費量の低減、および廃液タンクの大型化などを抑制することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態における液体吐出装置の概略構成を示す側面図である。
【図２】脱気モジュールの一構成例を模式的に示す縦断面図である。
【図３】第１の実施形態における各部の動作タイミングと流路内の泡径との関係を示す説
明図である。
【図４】脱気インク循環時の泡径の変化を示す図である。
【図５】第２の実施形態における液体吐出装置の概略構成を示す側面図である。
【図６】脱気タンクの構成を模式的に示す縦断側面図である。
【図７】インクの溶存酸素量の時間変化を示す図である。
【図８】第２の実施形態における各部の動作タイミングと流路内の泡径との関係を示す説
明図である。
【図９】第２の実施形態における変形例における循環流路内のインクに存在する気泡の径
、および溶存酸素量を示す説明図である。
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【図１０】第２の実施形態における変形例において上述の初期の気泡除去動作を実施した
後のインクの溶存酸素酸素量を示す図である。
【図１１】液体吐出装置の概略構成を示す斜視図である。
【図１２】本実施形態の記録装置に適用される循環経路の第１循環形態を示す模式図であ
る。
【図１３】本実施形態の記録装置に適用される循環経路の第２循環形態を示す模式図であ
る。
【図１４】第１循環形態と第２循環形態とにおける、液体吐出ヘッド３へのインクの流入
量の違いを示した概略図である。
【図１５】液体吐出ヘッドの概略構成を示す斜視図である。
【図１６】液体吐出ヘッドを構成する各部品またはユニットを示した分解斜視図である。
【図１７】第１～第３流路部材の表面と裏面を示した図である。
【図１８】図１７（ａ）のα部を拡大して示す透視図である。
【図１９】図７のＸＩＸ－ＸＩＸ線における断面を示した図である。
【図２０】吐出モジュールを示した模式図である。
【図２１】記録素子基板を示した模式図である。
【図２２】図２１（ａ）におけるＸＸＩＩ－ＸＸＩＩ線における記録素子基板およびカバ
ープレートの断面を示す斜視図である。
【図２３】隣り合う２つの吐出モジュールにおける、記録素子基板の隣接部を部分的に拡
大して示した平面図である。
【図２４】第６の実施形態における液体吐出ヘッドを示した斜視図である。
【図２５】図２４に示す液体吐出ヘッドの分解斜視図である。
【図２６】第１、第２流路部材を示す図である。
【図２７】記録素子基板と流路部材の液体の接続関係を示した透視図である。
【図２８】図２７のＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線における断面を示した図である。
【図２９】１つの吐出モジュールを示した斜視図、およびその分解図である。
【図３０】記録素子基板およびカバープレートを示す模式図である。
【図３１】第６の実施形態におけるインクジェット記録装置を示した模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態を、図面を参照しつつ説明する。　
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の実施形態における液体吐出装置の概略構成を示す側面図である。ここ
に示す液体吐出装置は、インクを吐出して記録を行うインクジェット記録装置（以下、記
録装置とも称す）１０００を構成している。なお、実施形態に係る記録装置は、プリンタ
、複写機、通信システムを有するファクシミリ、プリンタ部を有するワードプロセッサな
どの装置、さらには各種処理装置と複合的に組み合わせた産業記録装置に適用可能である
。例えば、半導体や、バイオチップ作製や、電気回路印刷などの用途としても用いること
ができる。
【００１５】
　記録装置１０００は、記録媒体２を搬送する搬送部１と、記録媒体２の搬送方向と略直
交して配置されるライン型の液体吐出ヘッド３と、液体吐出ヘッド３にインクなどの液体
を供給する液体供給手段と、コントローラ（制御手段）３０００などを備える。
【００１６】
　記録媒体２としては、カット紙や、連続したロール媒体などを使用することが可能であ
る。本実施形態における記録装置は、記録媒体２を連続的もしくは間欠的に搬送しながら
１パスで記録を行うフルライン型のインクジェット記録装置となっている。液体吐出ヘッ
ド３は、記録媒体の搬送方向と交差する方向（本実施形態では直交方向）に沿って複数の
吐出口を配列した記録素子基板１０を、吐出口の配列方向に沿って複数配置し、全体とし
て長尺な吐出口列を構成したものとなっている。各吐出口内には、インクなどの液体を吐
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出するために利用される吐出エネルギーを発生する記録素子が設けられている。この記録
素子を、画像を記録するための２値の画像データと、制御データとに基づいて駆動するこ
とにより、吐出口に充填されているインクを液滴の状態で記録媒体２に向けて吐出するこ
とができる。本実施形態では、各記録素子基板１０の中にシアンＣ、マゼンタＭ、イエロ
ーＹ、ブラックＫのインクを吐出するための吐出口列が形成されており、これらの吐出口
列からインクを吐出することによりフルカラー記録を行うことが可能になっている。
【００１７】
　また、記録装置１０００は、インクを液体供給源と液体吐出ヘッド３との間、詳細には
液体吐出ヘッド３内の圧力室２２との間で循環させる形態を採り、この液体の循環は液体
供給手段によって行なう。液体供給手段は、液体供給源としてのタンク（バッファタンク
）１００３を備える。さらに、液体供給手段は、液体吐出ヘッド３に連通する上流共通流
路１６１および下流共通流路１６２と、第１、第２循環ポンプ１００４、１０１２（循環
手段）と、液体吐出ヘッド３の上流に設けた脱気手段と、を備える。脱気手段は、基本的
には、第１循環ポンプ１００４と液体吐出ヘッド３との間に設けた脱気モジュール１０４
と、脱気モジュール１０４に負圧を発生させる減圧ポンプ１２６とを備えた構成を有する
。また、本実施形態における脱気手段は、減圧ポンプ１２６と脱気モジュール１０４との
連通、遮断を切換える弁２３７ｃと、脱気モジュール内の圧力を検出する圧力センサ１２
５を備える。圧力センサ１２５によって検出された圧力は、コントローラ３０００に入力
されている。また、バッファタンク１００３には、開閉弁２３７ａおよび補充ポンプ１０
０５を介してメインタンク１００６が連結されている。この補充ポンプ１００５を駆動し
、弁２３７ａを開くことにより、メインタンク１００６からバッファタンク１００３へと
インクを供給することが可能になっている。また、バッファタンク１００３には、液位セ
ンサ１１５が設けられており、これによってバッファタンク１００３内に貯留されている
インクの液位が検出される。
【００１８】
　コントローラ３０００は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、および入出力装置などを備え、記
録装置の各部の駆動を制御する制御手段として機能する。すなわち、コントローラ３００
０は、第１、第２循環ポンプ１００４、１０１２、補充ポンプ１００５、減圧ポンプ１２
６の駆動、弁２３７ａ、２３７ｂ，２３７ｃの開閉、液体吐出ヘッド３における記録素子
の駆動、および搬送手段の駆動などの制御を行う。
【００１９】
　記録装置１０００において、液体吐出ヘッド３へのインクの充填は、第１循環ポンプ１
００１と第１循環ポンプ１０１２のいずれか一方または双方を駆動（ＯＮ）して、タンク
１００３から液体吐出ヘッド３へとインクを付与することによって行なう。また、液体吐
出ヘッド３には、フィルタ２２１および圧力制御機構２３０が備えられており、ヘッドに
供給されるインクのごみをフィルタ２２１で除去し、圧力制御機構２３０によりインクの
吐出に適した負圧を吐出口に付与する。供給されたインクは、液体吐出ヘッド３内の流路
、圧力室２２、および吐出口１３内を通過した後、液体吐出ヘッド３から流出し、下流共
通流路１６２を介してバッファタンク１００３へと回収される。このように、本実施形態
では、バッファタンク１００３内のインクが液体吐出ヘッド３を経て、再びバッファタン
ク１００３に戻る、というインクの循環が行なわれる。
【００２０】
　脱気モジュール１０４は、液体吐出ヘッド３より上流側において、バッファタンク１０
０３から送出されたインク内の溶存気体の除去を行なう。図２は、この脱気モジュール１
０４の一構成例を模式的に示す縦断面図である。脱気モジュール１０４の本体部１０５に
は、多孔質の中空糸膜１０７を収納する収納室１０６が形成されている。収納室１０６の
連通口１０６ａは、弁２３７ｃを介して減圧ポンプ１０６に連結され、減圧ポンプ１０６
の駆動によって収納室１０６内を減圧することが可能となっている。
【００２１】
　上記の脱気モジュール１０４において、本体部１０４ａのインク流入口１０５ａから流
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入したインクは、中空糸膜１０４ｂの中を通過した後、インク流出口１０５ｂから流出す
る。ここで、収容室１０６が減圧ポンプ１２６によって減圧されていた場合、中空糸膜１
０４ｂ内に流入したインクに溶解している気体（溶存酸素）は、中空糸膜１０７から収容
室１０６内へと流出し、弁２３７ｃを通って減圧ポンプ１２６から外部へと回収される。
そして、中空糸膜１０４ｂからは溶存ガスが除去された脱気インクがインク流出口１０５
ｂから流出する。このように、本実施形態では、バッファタンク１００３から液体吐出ヘ
ッド３に至る上流共通流路内で脱気を行い得る構成となっている。また、減圧ポンプ１０
６は、脱気モジュール１０４を通過したインクを所望の溶存酸素量の範囲内に抑えるよう
に脱気モジュール１０４内を減圧する。この減圧ポンプ１０６による脱気モジュール１０
４内の圧力制御は、圧力センサ１２５によって検出された圧力に基きコントローラ３００
０が減圧ポンプ１２６の駆動を制御することによって行なう。
【００２２】
　次に、以上のように構成された記録装置におけるインクの流れを説明する。記録動作時
には、バッファタンク１００３に貯留されているインクが、第１循環ポンプ１００４によ
って脱気モジュール１０４へと送られる。脱気モジュール１０４は、約－８０～－６０ｋ
ｐａ程度に減圧され、脱気モジュール１０４を通過した後は２～５．５ｐｐｍ程度の溶存
酸素量に脱気される。バッファタンク１００３を通過したインクの溶存酸素量は、インク
の種類および組成によって異なるが、脱気モジュール１０４の減圧値によってほぼ決定さ
れる。
【００２３】
　脱気モジュール１０４において脱気されたインクは液体吐出ヘッド３に送られ、フィル
タ２２１を通り、圧力制御機構２３０でインク滴の吐出に適した圧力に調圧された後、液
体吐出ヘッド３内に形成されている流路に導かれる。液体吐出ヘッド３の流路に導かれた
インクは、その一部が、圧力室を介して吐出口に供給され、吐出口から吐出される。吐出
されなかったインクは定量ポンプ１０１２により液体吐出ヘッド３から回収された後、バ
ッファタンク１００３へと送られ、再循環に供される。吐出や回復によりインクが消費さ
れると、補充ポンプ１００５が駆動されると共に弁２３７ａが開き、バッファタンク１０
０３に設けられた液位センサ１１５の高さまでメインタンク１００６からバッファタンク
１００３へとインクが供給される。これにより、ほぼ一定量のインクがバッファタンク１
００３に貯留される。
【００２４】
　次に、液体吐出装置が新規着荷時などの未使用状態、すなわち、液体吐出ヘッドおよび
インク供給流路などにインクが供給されていない状態から、各部にインクが充填されて記
録が可能となるまでの動作およびインクの流れを説明する。まず、補充ポンプ１００５を
駆動して、液位センサ１１５によってインクの液面が検出されるまで、メインタンク１０
０６からバッファタンク１００３へとインクを充填する。充填後、加圧ポンプ１００４お
よび定量ポンプ１０１２を駆動し、インクを上流共通流路１６１、液体吐出ヘッド３、下
流共通流路１６２などの循環系にインクを充填する。この際、圧力制御機構２３０による
調圧は行わずにインクの充填を行う。
【００２５】
　循環系にインクが満たされると、圧力制御機構２３０を機能させて液体吐出ヘッド３内
の流路や吐出口などに負圧を印加した状態で、液体吐出ヘッド３の吐出口から強制的にイ
ンクを吸引排出させる吸引回復動作を行う。本実施形態では、この吸引回復動作は、キャ
ップ１１４が液体吐出ヘッド３の吐出口を覆った状態で、図外のポンプによってキャップ
１１４内に負圧を発生させ、吐出口から強制的にインクを吸引することによって行う。キ
ャップ１１４に排出されたインクは、図外の廃インクタンク（廃液タンク）へと排出され
る。この吸引回復処理を一定時間行うことにより、液体吐出ヘッド３の吐出口および流路
内に存在していた比較的大きな泡は排除されていき、最終的に所定の大きさ（泡径）以上
の気泡は除去される。
【００２６】
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　なお、この吸引回復処理は、上記のように、液体吐出ヘッドの吐出口全体を覆った状態
で行う方式の外、部分的に吐出口を吸引できるブレードを、液体吐出ヘッドの長手方向に
移動しながら吸引回復を行う方式がある。さらに、上記のように吐出口面全体をキャップ
に覆った後、予めチャージされた負圧をキャップ内に一気にかけて回復する方式などが提
案、実施されている。また、吸引に限らず、流路部を加圧することで吐出口からインクを
強制的に加圧排出させる形態であっても良い。本発明では、いずれの方式の回復処理を採
用してもよく、要は、所定の大きさ以上の気泡を液体吐出ヘッド内から除去できる方式で
あればよい。
【００２７】
　また、この吸引回復動作によって除去すべき気泡の大きさとは、液体吐出ヘッドの吐出
口からのインクの吐出を許容する泡径より小さい径であり、かつ気泡の成長を考慮して一
定の余裕をもたせた径である。ここで、インクの吐出を許容する泡の最大値（最大許容泡
径）、すなわち吐出口において不吐出を発生させない泡の最大径とは、吐出により発生す
る流路内の吐出口方向へのインク流によって気泡が移動した際に、不吐出を発生させる泡
径の最小径未満の径を指す。また、記録可能な最大泡は、流路の断面において泡の直径（
最大径。気泡が長円の場合は長辺寸法）が流路の最大寸法未満であり、流路が閉塞されな
ければ良い。
【００２８】
　図３は、本実施形態における各部の動作タイミングと流路内の泡径との関係を示す説明
図である。記録装置１０００が未使用の初期状態にあるとき、あるいは液体吐出ヘッド３
が装着もしくは交換された直後には、まず、前述のインクの初期充填動作を行い、次いで
回復動作を行う。この初期充填動作後の回復動作によれば、前述の最大許容泡径以上の径
を有する気泡までは取り除くことができる。しかし、最大許容泡径未満の径を有する気泡
については、循環流路内、あるいは記録ヘッド内に付着して除去できない可能性がある。
この最大許容泡径未満の気泡は、それ自体はインク吐出口からのインクの吐出、流路にお
けるインクの流動を妨げるものではないが、時間の経過と共に気泡同士が結合して拡大し
、吐出口におけるインクの吐出、流路におけるインクの流動を妨げることがある。また、
インクあるいは流路を形成する樹脂などには気体が含まれるため、この気体が析出して気
泡となり、その気泡と回復動作後に残留した気泡との結合、あるいは析出した気泡同士の
結合によって気泡が増大する可能性もある。
【００２９】
　そこで、本実施形態では、図３に示すように、初期充填動作および回復動作を実行した
後、最初の記録動作が行なわれる以前に、インクを一定時間循環させると共に、脱気モジ
ュール１０４によって脱気処理を行う。インクの循環は、第１循環ポンプ１００４および
定量ポンプ１０１２を駆動することによって行う。また、脱気処理は、減圧ポンプ１２６
によって脱気モジュール１０４の収容室１０６を減圧状態とすることによって行う。初期
充填動作の直後に行う、このインクの循環動作および脱気処理は、実施時間Ｄ１の間、連
続的に行う。この循環動作および脱気処理の実施時間Ｄ１は、初期充填動作および回復処
理の後、脱気モジュールによる脱気されたインク（脱気された液体）を循環させることに
よって、流路内の残留気泡を除去するために必要とされる時間である。
【００３０】
　脱気モジュール１０４の脱気能力は、収容室１０６に付与する減圧値によって調整され
、その減圧値によって脱気モジュールを通過したインクの溶存酸素量が決定される。本実
施形態では、液体吐出ヘッドの使用環境において液体吐出ヘッドの使用時の温度が最高温
度（使用最高温度）になった時においても（残留気泡が成長したとしても）、溶存酸素量
が飽和量（飽和溶存気体量）に達しない量となるように、減圧値を定めている。
【００３１】
　循環動作を開始した後、記録の開始を指示する信号（記録開始信号）がコントローラ３
０００に入力されると、循環動作を維持しつつ、記録動作状態に入る。回復動作後に残留
する気泡、流路においてインクの流通が許容される泡径、脱気モジュール１０４による脱
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気能力などにより、回復動作後に実行する泡取り時間（循環時間）は決定される。脱気イ
ンクが記録装置の循環経路および液体吐出ヘッド３内を流動することにより、回復動作後
に循環流路および液体吐出ヘッド３内に残留する気泡は、脱気インク内に溶解することで
、次第に消滅していく。本実施形態では、回復動作後の残留泡径が約０．６ｍｍの場合、
溶存酸素量が３．６ｐｐｍ程度に脱気されたインク（脱気インク）を約１．５時間（図３
のＤ１）程度循環させた。その結果、液体吐出ヘッド３内に形成されている流路の泡、吐
出口に存在する泡、および上流共通流路１６１、下流共通流路１６２内に存在する泡は実
質的に除去された。
【００３２】
　この脱気モジュール１０４における減圧（減圧ポンプ１２６の駆動）は、図３に示すよ
うに、溶存酸素量が設定値を超えない程度（少なくとも飽和溶存気体量未満）の時間間隔
で行えばよい。例えば、液体吐出装置の使用開始日（第１日目）には長時間（Ｄ１）に亘
って脱気動作が実行されるため、インクの脱泡、脱気処理は十分に行われる。このため、
第２日目は、循環経路内のインクの溶存酸素量が大幅に減少しており、気泡の発生も抑え
られた状態にある。従って、減圧ポンプ１２６の駆動による脱気処理の時間を、第１日目
に比べて大幅に短縮しても、十分に気泡の発生を抑えることができる。また、脱気処理を
行う際には連通口１０６ａを介して脱気モジュール内を減圧するのでインクからの水分の
蒸発量が比較的増加する。水分の蒸発により循環経路中を流れるインクの濃度が増加し液
体吐出ヘッドの記録に影響を及ぼす。しかしながら本実施形態においては上述したように
、第２日目以降の脱気処理（減圧）を短縮化することで、常に、第１日目のように長時間
に亘って脱気処理を実施した場合に比べ、脱気によるインクからの水分蒸発は抑制される
。このため、インク循環系内のインクの濃度上昇は抑えられ、インクの増粘、固化は軽減
されると共に、インク濃度の増大に伴う画像濃度への影響も軽減される。また、脱気モジ
ュール１０４の寿命、特に中空糸膜の寿命を延ばすことが可能になる。さらに、減圧用ポ
ンプの稼働時間が短縮されることから、消費電力量の低減、ポンプ寿命の低下も軽減され
る。
【００３３】
　図４は脱気インク循環動作時の泡径の変化を示す図である。図示のように泡径が小さく
なると泡の内圧が次第に上昇して溶解が促進され、泡径が約０．２ｍｍ以下となると、気
泡が収縮する速度が増大する。そして、泡径が約０．２ｍｍ以下となるまで気泡が収縮す
ると、その後は内圧上昇により気泡が自然に消滅していくため、この泡径まで初期段階の
脱気・循環を行うことが好ましい。
【００３４】
　以上のように本実施形態では、初期の脱気循環による気泡の除去後は、インクが少なく
とも過飽和状態にならないように１日～２日毎に脱気されたインクを短時間循環させるこ
とで十分に液体吐出ヘッドの液体吐出性能を適正に維持することが可能になった。これに
より回復を行う周期を延ばす、つまり回復動作の頻度を減らすことが可能となった。例え
ば、従来の液体吐出装置では、１週間に１回程度の頻度で実施する必要があった回復動作
を、数カ月に１回程度の頻度に低減しても、液体吐出ヘッドの液体吐出性能を良好な状態
に維持することが可能になった。
【００３５】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態を説明する。図５は、この第２の実施形態における液体
吐出装置の概略構成を示す側面図である。なお、図５において、上記第１の実施形態と同
一もしくは相当部分には同一符合を付し、重複説明は省略する。この第２の実施形態に示
す液体吐出装置２０００は、上記第１の実施形態における脱気手段としての脱気モジュー
ルに代えて、脱気タンク１０２３を脱気手段として備えた構成を有する。一般に用いられ
ている脱気モジュール１０４はその構造上、比較的高価であり、小型の装置では装置全体
のコストに対する脱気手段のコストが過大になる可能性もある。そこで、本実施形態では
、安価に脱気システムを構築すべく、液体吐出ヘッド３に供給するインクを貯留すると共
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に、貯留したインクに対して脱気処理を行うことを可能とする脱気タンク１０２３を用い
ている。脱気タンク１０２３は、インク貯留空間の減圧を可能とする減圧機構と、インク
貯留空間に貯留されたインクを撹拌する攪拌機構とを有するものとなっている。
【００３６】
　図６に、脱気タンク１０２３の構成を示す。脱気タンク１０２３は、インクを貯留可能
なインク貯留空間Ｓを形成するタンク本体１０２４を備える。このタンク本体１０２４に
は、インク流入口１０２４ａ、インク流出口１０２４ｂ、およびインク供給口１０２４ｃ
が形成されている。インク流出口１０２４ｂは加圧ポンプ１００４を介して液体吐出ヘッ
ド３内の流路の上流側に連結され、インク流入口１０２４ａは定量ポンプ１０１２および
弁２３７ｂを介して液体吐出ヘッド３内の流路の下流側に連結されている。また、インク
供給口１０２４ｃは、弁２３７ａおよび補充ポンプ１００５を介してメインタンク１００
６に連結されている。
【００３７】
　タンク本体１０２４の上部には、インク貯留空間Ｓと大気との連通、遮断を選択的に切
換え得る大気連通弁１２２が設けられている。さらに、タンク本体１０２４の上部に形成
された減圧口１０２４ｄには、インク貯留空間Ｓを減圧させることが可能な減圧ポンプ１
２１が連結されている。また、脱気タンク１０２３に貯留されたインクの液位は液位セン
サ１１５によって検出され、検出された液位を表す検出信号はコントローラ３０００に入
力されている。さらに、脱気タンク１０２３内には、モータ１０２６によって回転する攪
拌子１０２７が設けられており、この攪拌子１０２７の回転によって脱気タンク１０２３
内に貯留されているインクが攪拌される。
【００３８】
　脱気タンク１０２３へのインクの供給は、コントローラ３０００が、弁２３７ａを開き
、補充ポンプ１００５を駆動することにより行う。これにより、メインタンク１００６に
貯留されたインクは脱気タンク１０２３へと供給される。脱気タンク１０２３に供給され
たインクが液位センサ１１５によって検出されると、コントローラ３０００は、弁２３７
ａを閉じると共に、補充ポンプ１００５の駆動を停止させる。このコントローラ３０００
の制御によって、脱気タンク１０２３には、常に一定量のインクが供給される。
【００３９】
　また、脱気タンク１０２３に供給されたインクの脱気を行う場合、コントローラ３００
０は、インク流入口１０２４ａ、およびインク流出口１０２４ｂに連結された弁２４７ａ
、２４７ｂ、および大気開放弁１２２を閉じる。さらに、減圧ポンプ１２１に接続された
減圧弁２３７ｃを開く。ここで、コントローラ３０００は、減圧ポンプ１２１を駆動して
脱気タンク１０２３内の減圧を開始する一方、モータ１０２６を駆動して撹拌子１０２７
を回転させ、脱気タンク内のインクの撹拌を開始する。この減圧と攪拌によって、脱気タ
ンク１０２３に貯留されているインクに溶解している気体（溶存ガス）が除去される。本
実施形態では、インクの撹拌を行うため、気体とインクとの接触面積が広くなると共に、
脱気タンク１０２３内で気体と接しているインクが入れ替わるため、効果的に脱気を行う
ことができる。この減圧・攪拌による脱気処理を所定の圧力で所定時間行うことにより、
所定の溶存酸素量を有する脱気インクが得られる。なお、脱気タンク内の圧力は、減圧口
１０２４ｄに接続された圧力センサ１３５の検出圧力に基づいてコントローラ３０００が
減圧弁２３７ｃの開閉を制御することにより、予め定めた圧力に調整される。
【００４０】
　なお、図５に示す第２の実施形態における他の構成、すなわち循環流路を構成する上流
共通流路１６１、液体吐出ヘッド３、下流共通流路１６２などの構成は、図１に示す第１
の実施形態における構成と同様である。
【００４１】
　以上のように脱気タンク１０２３により脱気を行った場合にも、脱気初期は、第１の実
施形態における脱気モジュール１０４を用いた場合とほぼ同等の脱気を行うことができる
。そして、脱気タンク１００３によって脱気された脱気インクを循環経路に流動させるこ



(11) JP 6736309 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

とにより、吸引回復動作後に残留する気泡を除去する点は上記第１の実施形態と同様であ
る。但し、この第２の実施形態では、脱気タンク１０２３内のインクを液体吐出ヘッド３
に供給する際、減圧下にある脱気タンク１０２３から液体吐出ヘッド３へとインクを流出
させることは困難になる。そこで、この第２の実施形態では、脱気タンク１０２３のイン
ク貯留空間Ｓ内の圧力を、一旦、減圧状態（－８０ｋｐａ～－７０ｋｐａ程度）から大気
開放する。インク貯留空間Ｓの大気開放は、コントローラ３０００の制御によって弁１２
２を開くことにより行う。
【００４２】
　また、脱気タンク１０２３で脱気したインクには徐々に気体が再溶解するため、インク
の溶存酸素量は、図７に示すように上昇していく。特に、循環停止状態よりも循環状態の
方がインクへの気体の再溶解は速くなる。さらに、吐出口でのインクの循環が行われる構
成の液体吐出ヘッドを用いた場合には、吐出口部でもインクへの気体の再溶解が生じ、循
環によるインク全体の溶存酸素量の上昇が促進される。
【００４３】
　先に述べたように、脱気タンク１０２３による脱気動作中は、液体吐出ヘッド３へイン
クを流動させることは困難なため、脱気動作中に記録開始信号が入った場合には、一旦、
脱気動作を停止して脱気タンク１０２３内を大気開放し、インク循環動作を開始した後に
記録を開始する必要がある。このため、記録開始信号を受けてから、記録動作が開始され
るまでに時間的なロスが生じる。このように、脱気タンク１０２３を用いた装置は、安価
に構成できる半面、再溶解し易いこと、脱気動作中はすぐに記録動作に入れないこと、な
どが懸念される。しかし、本実施形態では、以下のような構成を採ることにより、上記の
ような懸念を払拭し得るものとなっている。
【００４４】
　一般に液体吐出装置では、着荷後の未使用状態にある液体吐出装置に対しインク充填動
作を実施した後、あるいは使用から長期間経過した後には、吸引回復動作などの回復動作
が実行されている。本実施形態では、この回復動作直後の初期状態において、脱気インク
を比較的長時間に亘って循環させ、液体吐出ヘッド３内に形成されている流路を含めた循
環流路内の気泡を取り除く行うことで、インクの溶存酸素量を大幅に低下させるようにな
っている。
【００４５】
　このように、回復動作直後にインクの溶存酸素量を大幅に低下させることで、その後、
インクに気体が再溶解し、インクの溶存酸素量が上昇しても、インクの流動や吐出が阻害
される径の気泡が生成されるまでの時間を大幅に延長することができる。本実施形態では
、回復動作直後の第１日目において、この脱気インクの循環による気泡の除去動作を行う
ため、その後、次の回復動作が開始されるまでは、脱気タンク１０２３において頻繁に脱
気動作を行う必要がなくなる。このため、記録開始信号が入力された場合に、短時間でイ
ンクの循環動作および記録動作に入れるため、記録開始信号が入力されてから、記録動作
が開始までの時間にロスが生じることは抑制される。
【００４６】
　また、液体吐出ヘッド３内の流路に対してインクを流動させる液体吐出ヘッドでは、吐
出口の開口部からの蒸発が促進されるため、インクが濃縮して粘度上昇を来たし、インク
の吐出特性が低下して吐出不良が発生し易く、それによる画像劣化も生じやすい。しかし
、本実施形態では、脱気および気泡除去のためのインク循環を回復動作直後にのみに行な
い、次の回復動作を実行するまでの期間は、記録動作中に実行するインクの循環にとどめ
ることができる。このため、インクの循環に起因するインクの濃縮を大幅に軽減すること
ができる。このように、実施形態は、液体吐出ヘッド内でインクを循環させる構成、およ
び脱気タンクを用いる構成において有効なものとなっている。
【００４７】
　図８は、本実施形態における各部の動作タイミングと流路内の泡径との関係を示す説明
図である。記録装置１０００が未使用状態にあるとき、あるいは液体吐出ヘッド３が装着
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もしくは交換された直後には、インクの初期充填動作を行い、その後、回復動作を行う。
回復動作後は、前述のように脱気タンク１０２３内のインクに対する脱気動作を行い、脱
気動作の終了後に、期間Ｄ１１のインクの循環動作を行う。このインクの循環動作中は、
液体吐出ヘッド３の吐出口をキャップ１１４で覆い、吐出口からインクの溶剤が蒸発する
ことによるインクの増粘を抑制する。
【００４８】
　記録開始信号が入力された場合には、インクの循環動作はそのまま継続し、キャップに
より吐出口を覆った状態を解除して記録動作を開始する。インクの循環によりインクにお
ける溶存酸素量は徐々に上昇してくる。このインクの溶存酸素量、およびその上昇は、イ
ンクの脱気動作が終了した時点からインクの循環が開始されるまでの時間、インクの循環
時間、インクの温度、前記タンクにおけるインクの充填量などから予め推定することがで
きる。本実施形態では、この溶存酸素量の推定値の上昇に基づき、回復動作直後に行う脱
気タンク１０２３内での１回の脱気動作および脱気インクの循環期間を決定している。す
なわち、次の回復動作が行われるまでの期間に上昇するインクにおける溶存酸素量を、飽
和溶存酸素量未満に抑えるようになっている。また、回復動作直後の脱気インクの循環動
作が終了した後は、インクにおける溶存酸素量が液体吐出ヘッドの使用最大温度（Ｔ℃）
において飽和しない程度に、比較的短い期間Ｄ１２でインクの脱気を行えばよい。
【００４９】
　第１回目の回復動作後に行う第１回目の脱気動作および循環動作から所定期間後に、第
２回目の回復動作が行なわれ、その後、第１回目と同様に、第２回目の回復動作および脱
気動作および循環動作を行う。また、前記所定期間は、インク種、再溶解速度、供給系流
路構成、使用環境などにより泡の発生・成長状況が異なるが、数か月程度である。
【００５０】
　回復動作後に行う脱気インクの循環動作時間は、回復動作後に残留する気泡の量、循環
流路においてインクの流動を阻止しない気泡の最大径（許容気泡径）、脱気動作によって
減少するインク内の溶存酸素の量、などに基いて決定する。本実施形態では、脱気タンク
１０２３により溶存酸素量が５．２ｐｐｍ程度の脱気インクを生成し、この脱気インクを
循環流路で３時間程度循環させることにより、直径が約０．６ｍｍの気泡を消去すること
ができた。
【００５１】
　次に、第２の実施形態における変形例を図９および図１０を参照しつつ説明する。図９
は、循環流路内のインクに存在する気泡の径、および溶存酸素量を示す説明図である。図
９に示すように、本変形例では、制御手段としてのコントローラ３０００が、図８に示す
動作タイミングとは異なる動作タイミングでインクの循環、および溶存タンクによる脱気
動作を実施する。この変形例における動作方式は、脱気タンク１０２３および循環流路の
インク容量が少ない場合に、特に有効なものとなっている。すなわち、脱気タンク１０２
３および循環流路のインク容量が少ない場合には、インク循環時の気体の再溶解速度が速
くなる。そのため、インクの循環によりインクの溶存酸素量が飽和溶存酸素量に到達する
前に、脱気タンクにおいてインクを脱気し、再度、インクの循環を開始する、という動作
を繰り返す。このような脱気、循環の繰り返し動作を、一日の中でほぼ連続して実施する
場合、脱気インクが流れている累積時間（流量）を、気泡を除去するための循環時間（流
量）とみなすことができる。従って、回復動作後の第１日目において、この脱気、循環の
繰り返し動作を行うことにより、回復動作後に循環流路内に残留する気泡を十分に除去す
ることができる。
【００５２】
　図１０は、この変形例において上述の初期の気泡除去動作（回復動作後の第１日目に実
行された気泡除去動作）を実施した後のインクの脱気状態、すなわち、回復動作後の第２
日目以降におけるインク内の脱気状態（溶存酸素酸素量）を示す図である。この第２日目
以降において脱気タンク１０２３により脱気動作を実施してから記録動作を開始するまで
の期間は、インクの循環を待機させた非循環状態にある。この非循環状態では、循環流路
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内のインクの溶存酸素量は小さな上昇率で緩やかに増加していく。
【００５３】
　記録開始信号を受けたコントローラ３０００は、まず、インクの循環を開始し、その後
記録動作を開始する。記録動作が開始されると、インク内の溶存酸素量の上昇率は非循環
状態よりも大幅に増加し、循環流路内の溶存酸素量は急激に増大する。記録動作終了後、
インクは非循環状態となる。このため、インクの溶存酸素量の上昇率は減少する。このよ
うな動作を繰り返すことにより、インク内の溶存酸素量は増加していく。なお、インクを
循環させた状態で記録動作を行うため、記録開始信号を受けた場合には、記録動作より先
にインクの循環動作を開始し、記録動作が終了した後にインクの循環を停止させることが
望ましい。
【００５４】
　本変形例では、インク内の溶存酸素量について一定の閾値を設けおり、溶存酸素量が閾
値を超えた状態で記録開始信号を受信した場合、コントローラ３０００は、記録動作を実
行することによってインク内の溶存酸素量（推定値）が超えるか否かを判断する。そして
、記録動作を実行することによってインク内の溶存酸素量が飽和溶存酸素量を超えると判
断した場合、インクの脱気を優先させ、直ちに脱気タンク１０２３による脱気動作を実行
する。また、記録動作を実行したとしてもインクの溶存酸素量が閾値以下であると判断し
た場合は、コントローラ３０００は記録を優先させ、記録動作を実行させる。なお、イン
ク内の溶存酸素量は記録動作履歴から図１０に示すように推定する。
【００５５】
　このようにインク内の溶存酸素量を推定すると共に、溶存酸素量の閾値を設け、その推
定値と閾値との比較に基づいて脱気タンク１０２３による脱気を実施することで、記録開
始信号を受信した場合の脱気による待機状態の発生を極力回避することができる。また、
使用状況に応じて脱気動作を行うようにしたため、記録動作に対する良好な脱気状態の維
持を無駄なく効率的に行なうことができる。なお、閾値は最大連続記録時間を想定し、図
７に示した溶存酸素量の変化から飽和に至らない値とする。または、閾値を設定すること
なく、画像信号から記録時間を求め、記録時間内で、インク内の溶存酸素量が飽和溶存酸
素量などの許容値を超えるか否かを判断し、その結果に基づいて脱気を行なうか記録を行
うかを判定するようにしてもよい。
【００５６】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態を説明する。この第３の実施形態における液体吐出装置
は、液体吐出ヘッドに形成される吐出口内のインクを流動させる吐出口内流動を実行する
構成を備える。以下、本実施形態における液体吐出装置を詳細に説明する。
【００５７】
　（インクジェット記録装置の説明）
　図１１は、本発明の液体を吐出する液体吐出装置、特にはインクを吐出して記録を行う
インクジェット記録装置（以下、記録装置とも称す）１０００の概略構成を示した図であ
る。記録装置１０００は、記録媒体２を搬送する搬送部１と、記録媒体２の搬送方向と略
直交して配置されるライン型の液体吐出ヘッド３とを備え、複数の記録媒体２を連続的も
しくは間欠的に搬送しながら１パスで記録を行うライン型記録装置である。液体吐出ヘッ
ド３は循環経路内の圧力（負圧）を制御する負圧制御ユニット２３０と、負圧制御ユニッ
ト２３０と流体連通した液体供給ユニット２２０と、液体供給ユニット２２０へのインク
の供給口および回収口となる液体接続部１１１と、筺体８０とを備えている。記録媒体２
は、カット紙に限らず、連続したロール媒体であってもよい。液体吐出ヘッド３は、シア
ンＣ、マゼンタＭ、イエローＹ、ブラックＫのインクによるフルカラー記録が可能であり
、液体を液体吐出ヘッド３へ供給する供給路である液体供給手段、メインタンクおよびバ
ッファタンク（後述する図２参照）が流体的に接続される。また、液体吐出ヘッド３には
、液体吐出ヘッド３へ電力および吐出制御信号を伝送する電気制御部が電気的に接続され
る。液体吐出ヘッド３内における液体経路および電気信号経路については後述する。
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【００５８】
　記録装置１０００は、インク等の液体を後述するタンクと液体吐出ヘッド３との間で循
環させる形態のインクジェット記録装置である。その循環の形態は、液体吐出ヘッド３の
下流側で２つの循環ポンプ（高圧用、低圧用）を稼動することで循環させる第１循環形態
と、液体吐出ヘッド３の上流側で２つの循環ポンプ（高圧用、低圧用）を稼動することで
循環させる第２循環形態とがある。以下、この循環の第１循環形態と第２循環形態とにつ
いて説明する。
【００５９】
　（第１の循環形態の説明）
　図１２は、本実施形態の記録装置１０００に適用される循環経路の第１循環形態を示す
模式図である。液体吐出ヘッド３は、第１循環ポンプ（高圧側）１００１、第１循環ポン
プ（低圧側）１００２およびバッファタンク１００３等に流体的に接続されている。なお
図１２では、説明を簡略化するため、シアンＣ、マゼンタＭ、イエローＹ、ブラックＫの
インクの内の１色のインクが流動する経路のみを示しているが、実際には４色分の循環経
路が、液体吐出ヘッド３および記録装置本体に設けられる。
【００６０】
　第１循環形態では、メインタンク１００６内のインクは、補充ポンプ１００５によって
バッファタンク１００３に供給され、その後、第２循環ポンプ１００４によって液体接続
部１１１を介して液体吐出ヘッド３の液体供給ユニット２２０に供給される。その後、液
体供給ユニット２２０に接続された負圧制御ユニット２３０で異なる２つの負圧（高圧、
低圧）に調整されたインクは、高圧側と低圧側の２つの流路に分かれて循環する。液体吐
出ヘッド３内のインクは、液体吐出ヘッド３の下流にある第１循環ポンプ（高圧側）１０
０１及び第１循環ポンプ（低圧側）１００２の作用で液体吐出ヘッド内を循環し、液体接
続部１１１を介して液体吐出ヘッド３から回収されてバッファタンク１００３に戻る。
【００６１】
　サブタンクであるバッファタンク１００３は、メインタンク１００６と接続され、タン
ク内部と外部とを連通する不図示の大気連通口を有し、インク中の気泡を外部に排出する
ことが可能である。バッファタンク１００３とメインタンク１００６との間には、補充ポ
ンプ１００５が設けられている。補充ポンプ１００５は、インクを吐出しての記録や吸引
回復等、液体吐出ヘッド３の吐出口からインクを吐出（排出）することによって消費され
たインクをメインタンク１００６からバッファタンク１００５へ移送する。
【００６２】
　２つの第１循環ポンプ１００１、１００２は、液体吐出ヘッド３の液体接続部１１１か
ら液体を引き出してバッファタンク１００３へ流す。第１循環ポンプとしては、定量的な
送液能力を有する容積型ポンプが好ましい。具体的にはチューブポンプ、ギアポンプ、ダ
イヤフラムポンプ、シリンジポンプ等が挙げられるが、例えば一般的な定流量弁やリリー
フ弁をポンプ出口に配して一定流量を確保する形態であってもよい。液体吐出ヘッド３の
駆動時には、第１循環ポンプ（高圧側）１００１および第１循環ポンプ（低圧側）１００
２を稼働することによって、それぞれ共通供給経路２１１、共通回収流路２１２内を所定
流量のインクが流れる。このようにインクを流すことで、記録時の液体吐出ヘッド３の温
度を最適の温度に維持している。液体吐出ヘッド３駆動時の所定流量は、液体吐出ヘッド
３内の各記録素子基板１０間の温度差が記録画質に影響しない程度に維持可能である流量
以上に設定することが好ましい。もっとも、あまりに大きな流量に設定すると、液体吐出
ユニット３００内の流路の圧損の影響により、各記録素子基板１０で負圧差が大きくなり
画像の濃度ムラが生じてしまう。そのため、各記録素子基板１０間の温度差と負圧差を考
慮しながら流量を設定することが好ましい。
【００６３】
　負圧制御ユニット２３０は、第２循環ポンプ１００４と液体吐出ユニット３００との間
の経路に設けられている。この負圧制御ユニット２３０は、単位面積あたりの吐出量の差
等によって循環系におけるインクの流量が変動した場合でも、負圧制御ユニット２３０よ
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りも下流側（即ち液体吐出ユニット３００側）の圧力を予め設定した一定圧力に維持する
ように動作する。負圧制御ユニット２３０を構成する２つの圧力調整機構としては、負圧
制御ユニット２３０よりも下流の圧力を、所望の設定圧を中心として一定の範囲以下の変
動で制御できるものであれば、どのような機構を用いてもよい。一例としては所謂「減圧
レギュレータ」と同様の機構を採用することができる。本実施形態における循環流路では
、第２循環ポンプ１００４によって、液体供給ユニット２２０を介して負圧制御ユニット
２３０の上流側を加圧している。このようにすると、バッファタンク１００３の液体吐出
ヘッド３に対する水頭圧の影響を抑制できるので、記録装置１０００におけるバッファタ
ンク１００３のレイアウトの自由度を広げることができる。第２循環ポンプ１００４とし
ては、液体吐出ヘッド３の駆動時に使用するインク循環流量の範囲において、一定圧以上
の揚程圧を有するものであればよく、ターボ型ポンプや容積型ポンプなどを使用できる。
具体的には、ダイヤフラムポンプ等が適用可能である。また第２循環ポンプ１００４の代
わりに、例えば負圧制御ユニット２３０に対してある一定の水頭差をもって配置された水
頭タンクでも適用可能である。
【００６４】
　図１２に示したように負圧制御ユニット２３０は、それぞれが互いに異なる制御圧が設
定された２つの圧力調整機構を備えている。２つの圧力調整機構の内、相対的に高圧設定
側（図１２でＨと記載）、相対的に低圧側（図１２でＬと記載）は、それぞれ、液体供給
ユニット２２０内を経由して、液体吐出ユニット３００内の共通供給経路２１１、共通回
収流路２１２に接続されている。液体吐出ユニット３００には、共通供給経路２１１、共
通回収流路２１２、各記録素子基板と連通する個別流路２１３（個別供給流路２１３ａ、
個別回収流路２１３ｂ）が設けられている。共通供給流路２１１には、圧力調整機構Ｈが
、共通回収流路２１２には圧力調整機構Ｌが接続されており、２つの共通流路間に差圧が
生じている。そして、個別流路２１３は、共通供給経路２１１および共通回収流路２１２
と連通しているので、液体の一部が、共通供給流路２１１から記録素子基板１０の内部流
路を通過して共通回収流路２１２へと流れる流れ（図１２の矢印）が発生する。
【００６５】
　このようにして、液体吐出ユニット３００では、共通供給流路２１１および共通回収流
路２１２内をそれぞれ通過するように液体を流しつつ、一部の液体が各記録素子基板１０
内を通過するような流れが発生する。このため、各記録素子基板１０で発生する熱を共通
供給流路２１１および共通回収流路２１２を流れるインクによって記録素子基板１０の外
部へ回収することができる。またこのような構成により、液体吐出ヘッド３による記録を
行っている際に、吐出を行っていない吐出口や圧力室においてもインクの流れを生じさせ
ることができる。これによって、吐出口内で増粘したインクの粘度を低下させることで、
インクの増粘を抑制することができる。また、増粘したインクやインク中の異物を共通回
収流路２１２へと回収することができる。このため、本実施形態の液体吐出ヘッド３は、
高速で高画質な記録が可能となる。
【００６６】
　さらに、この第１循環形態において液体吐出ヘッドに対する充填・回復を行う場合には
、まず、共通供給流路２１１と共通回収流路２１２、およびこれらの流路に接続される共
通流路へインクを充填して気泡を排出する。その後、記録素子基板１０、個別共通流路２
１３、および個別回収流路２１４へのインクの充填を行う。これにより、液体吐出ヘッド
３内の気泡の残留を抑制することができる。具体的には、次のような動作を行うことによ
って液体吐出ヘッド３の充填・回復を行う。まず、第２循環ポンプ１００４、第１循環ポ
ンプ１００１、１００２を共に駆動すると共に、負圧制御ユニット２３０内の弁を開放す
る。この駆動により、インクは、第２循環ポンプ１００４から負圧制御ユニット２３０、
液体供給ユニット２２０、液体吐出ユニット３００、液体供給ユニット２２０を経て第１
循環ポンプ１００１、１００２に至り、バッファタンク１００３に回収される。このイン
クの流動により、液体吐出ヘッド３の共通供給流路２１１、共通回収流路２１２、および
共通流路内に存在していた気泡は液体吐出ヘッド３の外部へと排出される。その後、第１
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循環ポンプ１００１、１００２の駆動を停止し、液体吐出ヘッド３より下流で、バッファ
タンク１００３との間に配置された不図示の弁を閉じ、第２循環ポンプ１００４のみを駆
動して加圧を行う。これにより、液体吐出ヘッド３に設けられた個別供給流路２１３、個
別回収流路２１４、および記録素子基板１０の内部流路に対する充填・回復が行われる。
【００６７】
　（第２循環形態の説明）
　図１３は、本実施形態の記録装置に適用される循環経路のうち、上述した第１循環形態
とは異なる循環形態である第２循環形態を示す模式図である。前述の第１循環形態との主
な相違点は、負圧制御ユニット２３０を構成する２つの圧力調整機構が共に、負圧制御ユ
ニット２３０よりも上流側の圧力の変動を、所望の設定圧を中心として一定範囲内に抑え
るように制御する点である。また、第１循環形態との相違点として、第２循環ポンプ１０
０４が負圧制御ユニット２３０の下流側を減圧する負圧源として作用する点がある。更に
、第１循環ポンプ（高圧側）１００１および第１循環ポンプ（低圧側）１００２が液体吐
出ヘッド３の上流側に配置され、負圧制御ユニット２３０が液体吐出ユニット３００の下
流側に配置されている点も相違する点である。
【００６８】
　第２循環形態では、メインタンク１００６内のインクは、補充ポンプ１００５によって
バッファタンク１００３に供給される。その後インクは２つの流路に分けられ、液体吐出
ヘッド３に設けられた負圧制御ユニット２３０の作用で高圧側と低圧側の２つの流路で循
環する。高圧側と低圧側の２つの流路に分けられたインクは、第１循環ポンプ（高圧側）
１００１および第１循環ポンプ（低圧側）１００２の作用で液体吐出ヘッド３に液体接続
部１１１を介して供給される。その後、第１循環ポンプ（高圧側）１００１および第１循
環ポンプ（低圧側）１００２の作用で液体吐出ユニット３００内を循環したインクは、液
体供給ユニット２２０および負圧制御ユニット２３０を経て、液体接続部１１１から回収
される。回収されたインクは、第２循環ポンプ１００４によってバッファタンク１００３
に戻される。
【００６９】
　第２循環形態で負圧制御ユニット２３０は、単位時間あたりの吐出量の変化によって生
じる流量の変動があっても、負圧制御ユニット２３０の上流側（即ち液体吐出ユニット３
００側）の圧力変動を予め設定された圧力を中心として一定範囲内に抑える。本実施形態
の循環流路では、第２循環ポンプ１００４によって、液体供給ユニット２２０を介して負
圧制御ユニット２３０の下流側を加圧している。このようにすると液体吐出ヘッド３に対
するバッファタンク１００３の水頭圧の影響を抑制できるので、記録装置１０００におけ
るバッファタンク１００３のレイアウトの選択幅を広げることができる。第２循環ポンプ
１００４の代わりに、例えば負圧制御ユニット２３０に対して所定の水頭差をもって配置
された水頭タンクであっても適用可能である。第２循環形態は第１循環形態と同様に、負
圧制御ユニット２３０は、それぞれが互いに異なる制御圧が設定された２つの圧力調整機
構を備えている。２つの圧力調整機構の内、高圧設定側（図１３でＨと記載）、低圧設定
側（図３でＬと記載）はそれぞれ、液体供給ユニット２２０を経由して、液体吐出ユニッ
ト３００内の共通供給経路２１１および共通回収流路２１２に接続されている。２つの圧
力調整機構により、共通供給流路２１１の圧力を共通回収流路２１２の圧力より相対的に
高くすることで、共通供給流路２１１から、個別流路２１３ａ、各記録素子基板１０の内
部流路、および個別流路２１３ｂを介して共通回収流路２１２へと流れるインク流れが発
生する。
【００７０】
　このような第２循環形態では、液体吐出ユニット３００内には第１循環形態と同様のイ
ンク流れ状態が得られるが、第１循環形態の場合とは異なる２つの利点がある。１つ目の
利点は、第２循環形態では負圧制御ユニット２３０が液体吐出ユニット３００の下流側に
配置されているので、負圧制御ユニット２３０から発生するゴミや異物が液体吐出ユニッ
ト３００へ流入する懸念が少ないことである。２つ目の利点は、第２循環形態では、バッ
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ファタンク１００３から液体吐出ヘッド３へ供給する必要流量の最大値が、第１循環形態
の場合よりも少なくて済むことである。その理由は次の通りである。
【００７１】
　記録待機時に循環している場合の、共通供給流路２１１および共通回収流路２１２内の
流量の合計を流量Ａとする。流量Ａの値は、記録待機中に液体吐出ヘッド３の温度調整に
あたり、液体吐出ユニット３００内の温度差を所望の範囲内にするために必要な最小限の
流量として定義される。また液体吐出ユニット３００の全ての吐出口から同時にインクを
吐出する場合（全吐出時）の吐出流量を流量Ｆ（１吐出口の１回の吐出動作当りの吐出量
×吐出周波数×吐出口数）と定義する。
【００７２】
　図１４は、第１循環形態と第２循環形態とにおける、液体吐出ヘッド３へのインクの流
入量の違いを示した概略図である。図１４（ａ）は、第１循環形態における待機時を示し
ており、図１４（ｂ）は、第１循環形態における全吐出時を示している。図１４（ｃ）か
ら図１４（ｆ）は、第２循環形態を示しており、図１４（ｃ）、（ｄ）が流量Ｆ＜流量Ａ
の場合で、図１４（ｅ）、（ｆ）が流量Ｆ＞流量Ａの場合であり、それぞれ、待機時と全
吐出時の流量を示している。
【００７３】
　定量的な送液能力を有する第１循環ポンプ（高圧側）１００１および第１循環ポンプ（
低圧側）１００２が液体吐出ヘッド３の下流側に配置されている第１循環形態の場合（図
１４（ａ）、（ｂ））、第１循環ポンプ１００１および第１循環ポンプ１００２の合計設
定流量は流量Ａとなる。この流量Ａによって、待機時の液体吐出ユニット３００内の温度
管理が可能となる。そして、液体吐出ヘッド３で全吐出が行われる場合には、第１循環ポ
ンプ１００１および第１循環ポンプ１００２の合計設定流量は流量Ａのままであるが、液
体吐出ヘッド３の吐出によって生じる負圧が作用して、液体吐出ヘッド３へ供給される最
大流量は、合計設定流量の流量Ａに全吐出による消費分（流量Ｆ）が加算される。よって
、液体吐出ヘッド３への供給量の最大値は、流量Ｆが流量Ａに加算されるため流量Ａ＋流
量Ｆとなる（図１４（ｂ））。
【００７４】
　一方で、第１循環ポンプ１００１および第１循環ポンプ１００２が液体吐出ヘッド３の
上流側に配置されている第２循環形態の場合（図１４（ｃ）から図１４（ｆ））は、記録
待機時に必要な液体吐出ヘッド３への供給量は、第１循環形態と同様に流量Ａである。従
って、第１循環ポンプ１００１および第１循環ポンプ１００２が液体吐出ヘッド３の上流
側に配置されている第２循環形態では、流量Ｆよりも流量Ａが多い場合（図１４（ｃ）、
（ｄ））には、全吐出時でも液体吐出ヘッド３への供給量は流量Ａで十分である。その際
、液体吐出ヘッド３からの回収流量は、流量Ａ－流量Ｆとなる（図１４（ｄ））。しかし
、流量Ａよりも流量Ｆが多い場合（図１４（ｅ）、（ｆ））には、液体吐出ヘッド３への
供給流量を流量Ａとすると、全吐出時には記録ヘッド３においてインク不足が発生する。
そのため、流量Ａよりも流量Ｆが多い場合には、液体吐出ヘッド３への供給流量を流量Ｆ
とする必要がある。その際、全吐出が行われると、液体吐出ヘッド３では流量Ｆが消費さ
れるため、液体吐出ヘッド３からは殆ど液体が回収されない状態となる（図１４（ｆ））
。なお、流量Ａよりも流量Ｆが多い場合で、吐出は行うが全吐出ではない場合には、流量
Ｆから吐出で消費された分が引かれた量が液体吐出ヘッド３から回収される。
【００７５】
　このように、第２循環形態の場合、第１循環ポンプ１００１および第１循環ポンプ１０
０２の設定流量の合計値、即ち必要供給流量の最大値は、流量Ａまたは流量Ｆの大きい方
の値となる。このため、同一構成の液体吐出ユニット３００を使用する限り、第２循環形
態における必要供給量の最大値（流量Ａまたは流量Ｆ）は、第１循環形態における必要供
給流量の最大値（流量Ａ＋流量Ｆ）よりも小さくなる。
【００７６】
　そのため第２循環形態の場合、適用可能な循環ポンプの自由度が高まり、例えば構成の
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簡便な低コストの循環ポンプを使用したり、本体側経路に設置される冷却器（不図示）の
負荷を低減したりすることができ、記録装置のコストを低減できるという利点がある。こ
の利点は、流量Ａまたは流量Ｆの値が比較的大きくなるラインヘッドであるほど大きくな
り、ラインヘッドの中でも長手方向の長さが長いラインヘッドほど有益である。
【００７７】
　しかしながら一方で、第１循環形態の方が、第２循環形態に対して有利になる点もある
。すなわち第２循環形態では、記録待機時に液体吐出ユニット３００内を流れる流量が最
大であるため、単位面積当たりの液体付与量が少ない画像（以下、低デューティ画像とも
いう）であるほど、各吐出口に高い負圧が印加された状態となる。このため、流路幅が狭
く高い負圧である場合、ムラの見えやすい低デューティ画像で吐出口に高い負圧が印加さ
れるため、インクの主滴に伴って吐出される所謂サテライト滴が多く発生して記録品位が
低下する虞がある。
【００７８】
　一方、第１循環形態の場合、高い負圧が吐出口に印加されるのは単位面積当たりの液体
付与量が多い画像（以下、高デューティ画像ともいう）形成時であるため、仮にサテライ
ト滴が発生しても視認されにくく、画像への影響は小さいという利点がある。これら２つ
の循環形態のうち、いずれを選択するかは、液体吐出ヘッドおよび記録装置本体の仕様（
吐出流量Ｆ、最小循環流量Ａ、およびヘッド内流路抵抗）に照らして決定すればよい。
【００７９】
　また、この第２循環形態において液体吐出ヘッドに対する充填・回復を行う場合には、
まず、共通供給流路２１１と共通回収流路２１２、およびこれらの流路に接続される共通
流路へインクを充填して気泡を排出する。その後、記録素子基板１０、個別共通流路２１
３、および個別回収流路２１４へのインクの充填を行う。これにより、液体吐出ヘッド３
内の気泡の残留を抑制することができる。
【００８０】
　具体的には、次のような動作を行う。まず、第２循環ポンプ１００４、第１循環ポンプ
１００１、１００２を共に駆動する。この駆動により、インクは、第１循環ポンプ１００
１、１００２から液体供給ユニット２２０、液体吐出ユニット３００、負圧制御ユニット
２３０、液体供給ユニット２２０を経て第２循環ポンプ１００４に至り、バッファタンク
１００３に回収される。このインクの流動により、液体吐出ヘッド３の共通供給流路２１
１、共通回収流路２１２、および共通流路内に存在していた気泡は液体吐出ヘッド３の外
部へと排出される。その後、第２循環ポンプ１００４の駆動を停止し、液体吐出ヘッド３
より下流で、バッファタンク１００３との間に配置された不図示の弁を閉じ、第１循環ポ
ンプ１００１、１００２を駆動して加圧を行う。これにより、液体吐出ヘッド３に設けら
れた個別供給流路２１３、個別回収流路２１４、および記録素子基板１０の内部流路に対
する充填・回復が行われる。
【００８１】
　また、この第２循環形態においても、第１ないし第４の実施形態と同様に、弁を用いた
充填・回復動作、あるいはインクを逆流させて行う充填・回復動作などを適用することも
可能である。
【００８２】
　また、上記第１、第２循環形態においても、第１の実施形態と同様に、液体吐出ヘッド
３の上流に脱気手段を備える。脱気手段は、第１循環ポンプ１００４と液体吐出ヘッド３
との間に設けた脱気モジュール１０４、脱気モジュール１０４に負圧を発生させる減圧ポ
ンプ１２６、弁２３７ｃ、および圧力センサなどを備える。この脱気手段による脱気動作
および気泡の除去動作も上記第１の実施形態と同様に行なう。すなわち、液体吐出ヘッド
３に対する回復動作が行われた直後に、図３に示すように、一定時間（Ｄ１）の間、減圧
ポンプ１２６を駆動しつつ、脱気モジュール１０４においてインク内の溶存酸素量を減少
させた脱気インクを循環させる。これにより、液体吐出ヘッド３内の各流路および液体吐
出ヘッド３に接続される流路を流れるインクに残留する気泡を除去することができる。そ
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して、回復動作直後の気泡の除去動作が終了し、次の回復動作が開始されるまでの間は、
飽和溶存酸素量を超えない程度の短時間（Ｄ２）の脱気動作を行うようにする。これによ
り、液体吐出ヘッド３の吐出、あるいは各流路でのインクの流動が気泡によって妨げられ
る問題を解消することができる。
【００８３】
　（液体吐出ヘッド構成の説明）
　第１の実施形態に係る液体吐出ヘッド３の構成について説明する。図１５（ａ）および
図１５（ｂ）は、本実施形態に係る液体吐出ヘッド３を示した斜視図である。液体吐出ヘ
ッド３は、１つの記録素子基板１０でシアンＣ／マゼンタＭ／イエローＹ／ブラックＫの
４色のインクを吐出可能な記録素子基板１０を直線上に１５個配列（インラインに配置）
されるライン型の液体吐出ヘッドである。図１５（ａ）に示すように液体吐出ヘッド３は
、各記録素子基板１０と、フレキシブル配線基板４０および電気配線基板９０を介して電
気的に接続された信号入力端子９１と電力供給端子９２を備える。信号入力端子９１およ
び電力供給端子９２は、記録装置１０００の制御部と電気的に接続され、それぞれ吐出駆
動信号および吐出に必要な電力を記録素子基板１０に供給する。電気配線基板９０内の電
気回路によって配線を集約することで、信号出力端子９１および電力供給端子９２の数を
記録素子基板１０の数に比べて少なくすることができる。これにより、記録装置１０００
に対して液体吐出ヘッド３を組み付ける時または液体吐出ヘッドの交換時に取り外しが必
要な電気接続部数が少なくて済む。図１５（ｂ）に示すように、液体吐出ヘッド３の両端
部に設けられた液体接続部１１１は、記録装置１０００の液体供給系と接続される。これ
によりシアンＣ／マゼンタＭ／イエローＹ／ブラックＫ４色のインクが記録装置１０００
の供給系から液体吐出ヘッド３に供給され、また液体吐出ヘッド３内を通ったインクが記
録装置１０００の供給系へ回収されるようになっている。このように各色のインクは、記
録装置１０００の経路と液体吐出ヘッド３の経路を介して循環可能である。
【００８４】
　図１６は、液体吐出ヘッド３を構成する各部品またはユニットを示した分解斜視図であ
る。液体吐出ユニット３００、液体供給ユニット２２０および電気配線基板９０が筺体８
０に取り付けられている。液体供給ユニット２２０には液体接続部１１１（図１３参照）
が設けられている。また、液体供給ユニット２２０の内部には、供給されるインク中の異
物を取り除くため、液体接続部１１１の各開口と連通する各色別のフィルタ２２１（図１
２、図１３参照）が設けられている。２つの液体供給ユニット２２０は、それぞれに２色
分ずつのフィルタ２２１が設けられている。フィルタ２２１を通過した液体は、それぞれ
の色に対応して液体供給ユニット２２０上に配置された負圧制御ユニット２３０へ供給さ
れる。負圧制御ユニット２３０は、各色別の圧力調整弁からなるユニットであり、それぞ
れの内部に設けられる弁やバネ部材などの働きで液体の流量の変動に伴って生じる記録装
置１０００の供給系内（液体吐出ヘッド３の上流側の供給系）の圧損変化を大幅に減衰さ
せる。これによって負圧制御ユニット２３０は、圧力制御ユニットよりも下流側（液体吐
出ユニット３００側）の負圧変化をある一定範囲内で安定化させることが可能である。各
色の負圧制御ユニット２３０内には、図２で記述したように各色２つの圧力調整弁が内蔵
されている。２つの圧力調整弁は、それぞれ異なる制御圧力に設定され、高圧側が液体吐
出ユニット３００内の共通供給流路２１１（図２参照）、低圧側が共通回収流路２１２（
図２参照）と液体供給ユニット２２０を介して連通している。
【００８５】
　筐体８０は、液体吐出ユニット支持部８１および電気配線基板支持部８２とから構成さ
れ、液体吐出ユニット３００および電気配線基板９０を支持するとともに、液体吐出ヘッ
ド３の剛性を確保している。電気配線基板支持部８２は、電気配線基板９０を支持するた
めのものであり、液体吐出ユニット支持部８１にネジ止めによって固定されている。液体
吐出ユニット支持部８１は、液体吐出ユニット３００の反りや変形を矯正して、複数の記
録素子基板１０の相対位置精度を確保する役割を有し、それにより記録物におけるスジや
ムラを抑制する。そのため液体吐出ユニット支持部８１は、十分な剛性を有することが好
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ましく、材質としてはＳＵＳやアルミなどの金属材料、もしくはアルミナなどのセラミッ
クが好適である。液体吐出ユニット支持部８１には、ジョイントゴム１００が挿入される
開口８３、８４が設けられている。液体供給ユニット２２０から供給される液体は、ジョ
イントゴムを介して液体吐出ユニット３００を構成する第３流路部材７０へと導かれる。
【００８６】
　液体吐出ユニット３００は、複数の吐出モジュール２００、流路部材２１０からなり、
液体吐出ユニット３００の記録媒体側の面にはカバー部材１３０が取り付けられる。ここ
で、カバー部材１３０は、図１６に示したように長尺の開口１３１が設けられた額縁状の
表面を持つ部材であり、開口１３１からは吐出モジュール２００に含まれる記録素子基板
１０および封止材部１１０（後述する図２０参照）が露出している。開口１３１の周囲の
枠部は、記録待機時に液体吐出ヘッド３の吐出口を覆うキャップの当接面としての機能を
有する。このため、開口１３１の周囲に沿って接着剤、封止材、充填材等を塗布し、液体
吐出ユニット３００の吐出口面上の凹凸や隙間を埋めることで、キャップ時に閉空間が形
成されるようにすることが好ましい。
【００８７】
　次に、液体吐出ユニット３００に含まれる流路部材２１０の構成について説明する。図
１６に示したように流路部材２１０は、第１流路部材５０、第２流路部材６０および第３
流路部材７０を積層したものであり、液体供給ユニット２２０から供給された液体を各吐
出モジュール２００へと分配する。また流路部材２１０は、吐出モジュール２００から環
流する液体を液体供給ユニット２２０へと戻すための流路部材である。流路部材２１０は
、液体吐出ユニット支持部８１にネジ止めで固定されており、それにより流路部材２１０
の反りや変形が抑制されている。
【００８８】
　図１７（ａ）～（ｆ）は、第１～第３流路部材の各流路部材の表面と裏面を示した図で
ある。図１７（ａ）は、第１流路部材５０の、吐出モジュール２００が搭載される側の面
を示し、図１７（ｆ）は、第３流路部材７０の、液体吐出ユニット支持部８１と当接する
側の面を示す。第１流路部材５０と第２流路部材６０とは、夫々の流路部材の当接面であ
る図１７（ｂ）と図１７（ｃ）が対向するように接合し、第２流路部材と第３流路部材と
は、夫々の流路部材の当接面である図１７（ｄ）と図１７（ｅ）が対向するように接合す
る。第２流路部材６０と第３流路部材７０を接合することで、各流路部材に形成される共
通流路溝６２と７１とから、流路部材の長手方向に延在する８本の共通流路（２１１ａ、
２１１ｂ、２１１ｃ、２１１ｄ、２１２ａ、２１２ｂ、２１２ｃ、２１２ｄ）が形成され
る。これにより色毎に共通供給流路２１１と共通回収流路２１２のセットが流路部材２１
０内に形成される。共通供給流路２１１から液体吐出ヘッド３にインクが供給されて、液
体吐出ヘッド３に供給されたインクは共通回収流路２１２によって回収される。第３流路
部材７０の連通口７２（図１７（ｆ）参照）は、ジョイントゴム１００の各穴と連通して
おり、液体供給ユニット２２０（図１６参照）と流体的に流通している。第２流路部材６
０の共通流路溝６２の底面には、連通口６１（共通供給流路２１１と連通する連通口６１
－１、共通回収流路２１２と連通する連通口６１－２）が複数形成されており、第１流路
部材５０の個別流路溝５２の一端部と連通している。第１流路部材５０の個別流路溝５２
の他端部には連通口５１が形成されており、連通口５１を介して複数の吐出モジュール２
００と流体的に連通している。この個別流路溝５２により流路部材の中央側へ流路を集約
することが可能となる。
【００８９】
　第１～第３流路部材は、液体に対して耐腐食性を有するとともに、線膨張率の低い材質
からなることが好ましい。材質としては例えば、アルミナや、ＬＣＰ（液晶ポリマー）、
ＰＰＳ（ポリフェニルサルファイド）やＰＳＦ（ポリサルフォン）を母材としてシリカ微
粒子やファイバーなどの無機フィラーを添加した複合材料（樹脂材料）を好適に用いるこ
とができる。流路部材２１０の形成方法としては、３つの流路部材を積層させて互いに接
着してもよいし、材質として樹脂複合樹脂材料を選択した場合には、溶着による接合方法
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を用いてもよい。
【００９０】
　図１８は、図１７（ａ）のα部を示しており、第１～第３流路部材を接合して形成され
る流路部材２１０内の流路を第１の流路部材５０の、吐出モジュール２００が搭載される
面側から一部を拡大して示した透視図である。共通供給流路２１１と共通回収流路２１２
とは、両端部の流路からそれぞれ交互に共通供給流路２１１と共通回収流路２１２とが配
置されている。ここで、流路部材２１０内の各流路の接続関係について説明する。
【００９１】
　流路部材２１０には、色毎に液体吐出ヘッド３の長手方向に伸びる共通供給流路２１１
（２１１ａ、２１１ｂ、２１１ｃ、２１１ｄ）および共通回収流路２１２（２１２ａ、２
１２ｂ、２１２ｃ、２１２ｄ）が設けられている。各色の共通供給流路２１１には、個別
流路溝５２によって形成される複数の個別供給流路（２１３ａ、２１３ｂ、２１３ｃ、２
１３ｄ）が連通口６１を介して接続されている。また、各色の共通回収流路２１２には、
個別流路溝５２によって形成される複数の個別回収流路（２１４ａ、２１４ｂ、２１４ｃ
、２１４ｄ）が連通口６１を介して接続されている。このような流路構成により各共通供
給流路２１１から個別供給流路２１３を介して、流路部材の中央部に位置する記録素子基
板１０にインクを集約することができる。また記録素子基板１０から個別回収流路２１４
を介して、各共通回収流路２１２にインクを回収することができる。
【００９２】
　図１９は、図１８のＸＩＸ－ＸＩＸにおける断面を示した図である。それぞれの個別回
収流路（２１４ａ、２１４ｃ）は連通口５１を介して、吐出モジュール２００と連通して
いる。図１９では個別回収流路（２１４ａ、２１４ｃ）のみ図示しているが、別の断面に
おいては図１８に示すように個別供給流路２１３と吐出モジュール２００とが連通してい
る。各吐出モジュール２００に含まれる支持部材３０および記録素子基板１０には、第１
流路部材５０からのインクを記録素子基板１０に設けられる記録素子１５に供給するため
の流路が形成されている。更に、支持部材３０および記録素子基板１０には、記録素子１
５に供給した液体の１部または全部を第１流路部材５０に回収（環流）するための流路が
形成されている。
【００９３】
　ここで、各色の共通供給流路２１１は、対応する色の負圧制御ユニット２３０（高圧側
）と液体供給ユニット２２０を介して接続されており、また共通回収流路２１２は負圧制
御ユニット２３０（低圧側）と液体供給ユニット２２０を介して接続されている。この負
圧制御ユニット２３０により、共通供給流路２１１と共通回収流路２１２間に差圧（差圧
）を生じさせるようになっている。このため、図１８および図１９に示したように、各流
路を接続した本実施形態の液体吐出ヘッド内では、各色で共通供給流路２１１～個別供給
流路２１３ａ～記録素子基板１０～個別回収流路２１３ｂ～共通回収流路２１２へと順に
流れる流れが発生する。
【００９４】
　（吐出モジュールの説明）
　図１４（ａ）は、１つの吐出モジュール２００を示した斜視図であり、図１４（ｂ）は
、その分解図である。吐出モジュール２００の製造方法としては、まず記録素子基板１０
およびフレキシブル配線基板４０を、予め液体連通口３１が設けられた支持部材３０上に
接着する。その後、記録素子基板１０上の端子１６と、フレキシブル配線基板４０上の端
子４１とをワイヤーボンディングによって電気接続し、その後にワイヤーボンディング部
（電気接続部）を封止材１１０で覆って封止する。フレキシブル配線基板４０の記録素子
基板１０と反対側の端子４２は、電気配線基板９０の接続端子９３（図１６参照）と電気
接続される。支持部材３０は、記録素子基板１０を支持する支持体であるとともに、記録
素子基板１０と流路部材２１０とを流体的に連通させる流路部材であるため、平面度が高
く、また十分に高い信頼性をもって記録素子基板と接合できるものが好ましい。材質とし
ては例えばアルミナや樹脂材料が好ましい。
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【００９５】
　（記録素子基板の構造の説明）
　図２１（ａ）は記録素子基板１０の吐出口１３が形成される側の面の平面図を示し、図
２１（ｂ）は、図２１（ａ）のＡで示した部分の拡大図を示し、図２１（ｃ）は、図２１
（ａ）の裏面の平面図を示す。ここで、本実施形態における記録素子基板１０の構成につ
いて説明する。図２１（ａ）に示すように、記録素子基板１０の吐出口形成部材１２に、
各インク色に対応する４列の吐出口列が形成されている。なお、以後、複数の吐出口１３
が配列される吐出口列が延びる方向を「吐出口列方向」と呼称する。図２１（ｂ）に示す
ように、各吐出口１３に対応した位置には液体を熱エネルギーにより発泡させるための発
熱素子である記録素子１５が配置されている。隔壁２２により、記録素子１５を内部に備
える圧力室２３が区画されている。記録素子１５は、記録素子基板１０に設けられる電気
配線（不図示）によって、端子１６と電気的に接続されている。そして記録素子１５は、
記録装置１０００の制御回路から、電気配線基板９０（図１６参照）およびフレキシブル
配線基板４０（図２０参照）を介して入力されるパルス信号に基づいて発熱して液体を沸
騰させる。この沸騰による発泡の力で液体を吐出口１３から吐出する。図２１（ｂ）に示
すように、各吐出口列に沿って、一方の側には液体供給路１８が、他方の側には液体回収
路１９が延在している。液体供給路１８および液体回収路１９は記録素子基板１０に設け
られた吐出口列方向に伸びた流路であり、それぞれ供給口１７ａ、回収口１７ｂを介して
吐出口１３と連通している。
【００９６】
　図２１（ｃ）に示すように、記録素子基板１０の、吐出口１３が形成される面の裏面に
はシート状のカバープレート２０が積層されており、カバープレート２０には、後述する
液体供給路１８および液体回収路１９に連通する開口２１が複数設けられている。本実施
形態においては、液体供給路１８の１本に対して３個、液体回収路１９の１本に対して２
個の開口２１がカバープレート２０に設けられている。図２１（ｂ）に示すようにカバー
プレート２０の夫々の開口２１は、図１７（ａ）に示した複数の連通口５１と連通してい
る。カバープレート２０は、液体に対して十分な耐食性を有している物が好ましく、また
、混色防止の観点から、開口２１の開口形状および開口位置には高い精度が求められる。
このためカバープレート２０の材質として、感光性樹脂材料やシリコン板を用い、フォト
リソプロセスによって開口２１を設けることが好ましい。このようにカバープレート２０
は、開口２１により流路のピッチを変換するものであり、圧力損失を考慮すると厚みは薄
いことが望ましく、フィルム状の部材で構成されることが望ましい。
【００９７】
　図２２は、図２１（ａ）におけるＸＸＩＩ－ＸＸＩＩにおける記録素子基板１０および
カバープレート２０の断面を示す斜視図である。ここで、記録素子基板１０内での液体の
流れについて説明する。カバープレート２０は、記録素子基板１０の基板１１に形成され
る液体供給路１８および液体回収路１９の壁の一部を形成する蓋としての機能を有する。
記録素子基板１０は、Ｓｉにより形成される基板１１と感光性の樹脂により形成される吐
出口形成部材１２とが積層されており、基板１１の裏面にはカバープレート２０が接合さ
れている。基板１１の一方の面側には、記録素子１５が形成されており（図２１参照）、
その裏面側には、吐出口列に沿って延在する液体供給路１９および液体回収路１８を構成
する溝が形成されている。基板１１とカバープレート２０とによって形成される液体供給
路１８および液体回収路１９は、それぞれ流路部材２１０内の共通供給流路２１１と共通
回収流路２１２と接続されており、液体供給路１８と液体回収路１９との間には差圧が生
じている。吐出口１３から液体を吐出して記録を行っている際に、吐出を行っていない吐
出口では、この差圧によって基板１１内に設けられた液体供給路１８内の液体が、供給口
１７ａ、圧力室２２、回収口１７ｂを経由して液体回収路１９へ流れる（図２２の矢印Ｃ
）。この流れによって、記録を休止している吐出口１３や圧力室２２において、吐出口１
３からの蒸発によって生じる増粘インク、泡および異物などを液体回収路１９へ回収する
ことができる。また吐出口１３や圧力室２２のインクが増粘するのを抑制することができ



(23) JP 6736309 B2 2020.8.5

10

20

30

40

50

る。液体回収路１９に回収された液体は、カバープレート２０の開口２１および支持部材
３０の液体連通口３１（図２０ｂ参照）を通じて、流路部材２１０内の連通口５１、個別
回収流路２１４、共通回収流路２１２の順に回収されて、記録装置１０００の供給経路へ
と回収される。つまり、記録装置本体から液体吐出ヘッド３へ供給される液体は、下記の
順に流動し、供給および回収される。
【００９８】
　液体は、まず液体供給ユニット２２０の液体接続部１１１から液体吐出ヘッド３の内部
に流入する。そして液体は、ジョイントゴム１００、第３流路部材に設けられた連通口７
２および共通流路溝７１、第２流路部材に設けられた共通流路溝６２および連通口６１、
第１流路部材に設けられた個別流路溝５２および連通口５１の順に供給される。その後、
支持部材３０に設けられた液体連通口３１、カバープレート２０に設けられた開口２１、
基板１１に設けられた液体供給路１８および供給口１７ａを順に介して圧力室２３に供給
される。圧力室２３に供給された液体のうち、吐出口１３から吐出されなかった液体は、
基板１１に設けられた回収口１７ｂおよび液体回収路１９、カバープレート２０に設けら
れた開口２１、支持部材３０に設けられた液体連通口３１を順に流れる。その後液体は、
第１流路部材に設けられた連通口５１および個別流路溝５２、第２流路部材に設けられた
連通口６１および共通流路溝６２、第３流路部材７０に設けられた共通流路溝７１および
連通口７２、ジョイントゴム１００を順に流れる。そして液体は、液体供給ユニット２２
０に設けられた液体接続部１１１から液体吐出ヘッド３の外部へ流動する。
【００９９】
　図２に示す第１循環形態の形態においては、液体接続部１１１から流入した液体は、負
圧制御ユニット２３０を経由した後にジョイントゴム１００に供給される。また図３に示
す第２循環形態の形態においては、圧力室２３から回収された液体は、ジョイントゴム１
００を通過した後、負圧制御ユニット２３０を介して液体接続部１１１から液体吐出ヘッ
ドの外部へ流動する。また液体吐出ユニット３００の共通供給流路２１１の一端から流入
した全ての液体が、個別供給流路２１３ａを経由して圧力室２３に供給されるわけではな
い。つまり、共通供給流路２１１の一端から流入した液体で、個別供給流路２１３ａに流
入することなく、共通供給流路２１１の他端から液体供給ユニット２２０に流動する液体
もある。このように、記録素子基板１０を経由することなく流動する経路を備えることで
、本実施形態のような微細で流抵抗の大きい流路を備える記録素子基板１０を備える場合
であっても、液体の循環流の逆流を抑制することができる。このように、本実施形態の液
体吐出ヘッド３では、圧力室２３や吐出口近傍部の液体の増粘を抑制することができるの
で、吐出のヨレや不吐出を抑制することができ、結果として高品質な画像の記録を行うこ
とができる。
【０１００】
　（記録素子基板間の位置関係の説明）
　図２３は、隣り合う２つの吐出モジュールにおける、記録素子基板の隣接部を部分的に
拡大して示した平面図である。本実施形態では略平行四辺形の記録素子基板を用いている
。各記録素子基板１０における吐出口１３が配列される各吐出口列（１４ａ～１４ｄ）は
、記録媒体の搬送方向に対し一定角度傾くように配置されている。そして、記録素子基板
１０同士の隣接部における吐出口列は、少なくとも１つの吐出口が記録媒体の搬送方向に
オーバーラップするようになっている。図２３では、線Ｄ上の２つの吐出口が互いにオー
バーラップする関係にある。このような配置によって、仮に記録素子基板１０の位置が所
定位置から多少ずれた場合でも、オーバーラップする吐出口の駆動制御によって、記録画
像の黒スジや白抜けを目立たなくすることができる。複数の記録素子基板１０を千鳥配置
ではなく、直線上（インライン）に配置した場合も、図２３のような構成により液体吐出
ヘッド１０の記録媒体の搬送方向の長さの増大を抑えつつ記録素子基板１０同士のつなぎ
部における黒スジや白抜け対策を行うことができる。なお、本実施形態では記録素子基板
の主平面は平行四辺形であるが、これに限るものではなく、例えば長方形、台形、その他
形状の記録素子基板を用いた場合でも、本発明の構成を好ましく適用することができる。
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【０１０１】
　（第４の実施形態）
　以下、図面を参照して本発明の第４の実施形態によるインクジェット記録装置２０００
および液体吐出ヘッド２００３の構成を説明する。なお以降の説明においては、主として
第１の実施形態と異なる部分を説明する。
【０１０２】
　（インクジェット記録装置の説明）
　図３１は、本実施形態を適用可能な、液体を吐出して記録を行うインクジェット記録装
置２０００を示した図である。本実施形態の記録装置２０００は、シアンＣ、マゼンタＭ
、イエローＹ、ブラックＫの各インクに対応した単色用の液体吐出ヘッド２００３を４つ
並列配置させることで記録媒体へフルカラー記録を行う点が第１の実施形態とは異なる。
第１の実施形態において１色あたりに使用できる吐出口列数が１列だったのに対し、本実
施形態においては、１色あたりに使用できる吐出口列数は２０列となっている。このため
、記録データを複数の吐出口列に適宜振り分けて記録を行うことで、非常に高速な記録が
可能となる。更に、不吐出になる吐出口があったとしても、その吐出口に対して記録媒体
の搬送方向に対応する位置にある、他列の吐出口から補間的に吐出を行うことで信頼性が
向上し、商業記録などに好適である。第１の実施形態と同様に、各液体吐出ヘッド２００
３に対して、記録装置２０００の供給系、バッファタンク１００３（図１２、図１３参照
）およびメインタンク１００６（図１２、図１３参照）が流体的に接続されている。また
、それぞれの液体吐出ヘッド２００３には、液体吐出ヘッド２００３へ電力および吐出制
御信号を伝送する電気制御部が電気的に接続されている。
【０１０３】
　（循環経路の説明）
　第３の実施形態と同様に、記録装置２０００および液体吐出ヘッド２００３間の液体循
環経路としては、第３の実施形態同様、図１２または図１３に示した第１および第２循環
形態を用いることができる。また、液体吐出ヘッド２００３に対する充填・回復動作も第
３の実施形態と同様に行うことができる。
【０１０４】
　さらに、第４の実施形態においても、各液体吐出ヘッド２００３の上流に、第１の実施
形態および第３の実施形態と同様に、脱気モジュール、減圧ポンプ、弁、および圧力セン
サなどから構成された脱気手段を備える。そして、各液体吐出ヘッド２００３に対する回
復動作が行われた直後に、図３に示すように、一定時間（Ｄ１）の間、減圧ポンプ１２６
を駆動しつつ、脱気モジュール１０４において溶存酸素量を減少させた脱気インクを循環
させる。これにより、各液体吐出ヘッド２００３内の各流路および液体吐出ヘッド２００
３に接続される流路を流れるインクに残留する気泡を除去することができる。そして、回
復動作直後の気泡の除去動作が終了し、次の回復動作が開始されるまでの間は、飽和溶存
酸素量を超えない程度の短時間（Ｄ２）の脱気動作を行うようにする。これにより、各液
体吐出ヘッド２００３の吐出、あるいは各流路でのインクの流動が気泡によって妨げられ
る問題を解消することができる。
【０１０５】
　（液体吐出ヘッド構造の説明）
　図２４（ａ）および（ｂ）は、本実施形態に係る液体吐出ヘッド２００３を示した斜視
図である。ここで、本実施形態に係る液体吐出ヘッド２００３の構造について説明する。
液体吐出ヘッド２００３は、液体吐出ヘッド２００３の長手方向に直線上に配列される１
６個の記録素子基板２０１０を備え、１色の液体で記録が可能なインクジェット式のライ
ン型記録ヘッドである。液体吐出ヘッド２００３は、第１の実施形態と同様、液体接続部
１１１、信号入力端子９１および電力供給端子９２を備える。しかしながら本実施形態の
液体吐出ヘッド２００３は、第１の実施形態に比べて吐出口列が多いため、液体吐出ヘッ
ド２００３の両側に信号出力端子９１および電力供給端子９２が配置されている。これは
記録素子基板２０１０に設けられる配線部で生じる電圧低下や信号伝送遅れを低減するた
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めである。
【０１０６】
　図２５は、液体吐出ヘッド２００３を示した斜視分解図であり、液体吐出ヘッド２００
３を構成する各部品またはユニットをその機能毎に分割して示している。各ユニットおよ
び部材の役割や液体吐出ヘッド内の液体流通の順は、基本的に第１の実施形態と同様であ
るが、液体吐出ヘッドの剛性を担保する機能が異なる。第１の実施形態では主として液体
吐出ユニット支持部８１によって液体吐出ヘッド剛性を担保していたが、第２の実施形態
の液体吐出ヘッド２００３では、液体吐出ユニット２３００に含まれる第２流路部材２０
６０によって液体吐出ヘッドの剛性を担保している。本実施形態における液体吐出ユニッ
ト支持部８１は、第２流路部材２０６０の両端部に接続されており、この液体吐出ユニッ
ト２３００は記録装置２０００のキャリッジと機械的に結合されて、液体吐出ヘッド２０
０３の位置決めを行う。負圧制御ユニット２２３０を備える液体供給ユニット２２２０と
、電気配線基板９０は、液体吐出ユニット支持部８１に結合される。２つの液体供給ユニ
ット２２２０内にはそれぞれフィルタ（不図示）が内蔵されている。２つの負圧制御ユニ
ット２２３０は、それぞれ異なる、相対的に高低の負圧で圧力を制御するように設定され
ている。また、この図２５のように、液体吐出ヘッド２００３の両端部にそれぞれ、高圧
側と低圧側の負圧制御ユニット２２３０を設置した場合、液体吐出ヘッド２００３の長手
方向に延在する共通供給流路と共通回収流路における液体の流れが互いに対向する。この
ような構成では、共通供給流路と共通回収流路の間で熱交換が促進されて、２つの共通流
路内における温度差が低減される。これによって、共通流路に沿って複数設けられる各記
録素子基板２０１０における温度差が少なくなり、温度差による記録ムラが生じにくくな
るという利点がある。
【０１０７】
　次に、液体吐出ユニット２３００の流路部材２２１０の詳細について説明する。図２５
に示すように流路部材２２１０は、第１流路部材２０５０と第２流路部材２０６０とを積
層したものであり、液体供給ユニット２２２０から供給された液体を各吐出モジュール２
２００へと分配する。また流路部材２２１０は、吐出モジュール２２００から環流する液
体を液体供給ユニット２２２０へと戻すための流路部材として機能する。流路部材２２１
０の第２流路部材２０６０は、内部に共通供給流路および共通回収流路が形成された流路
部材であるとともに、液体吐出ヘッド２００３の剛性を主に担うという機能を有する。こ
のため、第２流路部材２０６０の材質としては、液体に対する十分な耐食性と高い機械強
度を有するものが好ましい。具体的にはＳＵＳ（ステンレス）やＴｉ（チタン）、アルミ
ナなど用いることができる。
【０１０８】
　図２６（ａ）は、第１流路部材２０５０の、吐出モジュール２２００がマウントされる
面を示した図であり、図２６（ｂ）は、その裏面を示しており、第２流路部材２０６０と
当接される面を示した図である。第１の実施形態とは異なり、本実施形態における第１流
路部材２０５０は、各吐出モジュール２２００毎に対応した複数の部材を隣接して配列し
たものである。このように分割した構造を採ることで、複数のモジュールを配列させて、
液体吐出ヘッド２００３の長さに対応することができるので、例えばＢ２サイズおよびそ
れ以上の長さに対応した比較的ロングスケールの液体吐出ヘッドに特に好適に適用するこ
とができる。図２６（ａ）に示すように、第１流路部材２０５０の連通口５１は、吐出モ
ジュール２２００と流体的に連通し、図２６（ｂ）に示すように、第１流路部材２０５０
の個別連通口５３は、第２流路部材２０６０の連通口６１と流体的に連通する。図２６（
ｃ）は、第２流路部材６０の、第１流路部材２０５０と当接される面を示し、図２６（ｄ
）は、第２流路部材６０の厚み方向中央部の断面を示し、図２６（ｅ）は、第２流路部材
２０６０の、液体供給ユニット２２２０と当接する面を示す図である。第２流路部材２０
６０の流路や連通口の機能は、第１の実施形態の１色分と同様である。第２流路部材２０
６０の共通流路溝７１は、その一方が後述する図２７に示す共通供給流路２２１１であり
、他方が共通回収流路２２１２であり、夫々、液体吐出ヘッド２００３の長手方向に沿っ
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て設けられており、その一端側から他端側に液体が供給される。本実施形態は第１の実施
形態と異なり、共通供給流路２２１１と共通回収流路２２１２の液体の流れは互いに反対
方向となっている。
【０１０９】
　図２７は、記録素子基板２０１０と流路部材２２１０との液体の接続関係を示した透視
図である。流路部材２２１０内には、液体吐出ヘッド２００３の長手方向に延びる一組の
共通供給流路２２１１および共通回収流路２２１２が設けられている。第２流路部材２０
６０の連通口６１は、各々の第１流路部材５０の個別連通口５３と位置を合わせて接続さ
れており、第２流路部材２０６０の連通口７２から共通供給流路２２１１を介して第１流
路部材２０５０の連通口５１へと連通する液体供給経路が形成されている。同様に、第２
流路部材２０６０の連通口７２から共通回収流路２２１２を介して第１流路部材２０５０
の連通口５１へと連通する液体供給経路も形成されている。
【０１１０】
　図２８は、図２７のＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＶＩＩＩ線における断面を示した図である。共
通供給流路２２１１は、連通口６１、個別連通口５３、連通口５１を介して、吐出モジュ
ール２２００へ接続されている。図２８では不図示であるが、別の断面においては、共通
回収流路２２１２が同様の経路で吐出モジュール２２００へ接続されていることは、図２
７を参照すれば明らかである。第１の実施形態と同様に、各吐出モジュール２２００およ
び記録素子基板２０１０には、各吐出口に連通する流路が形成されており、供給した液体
の一部または全部が、吐出動作を休止している吐出口を通過して、環流できるようになっ
ている。また第１の実施形態と同様に、共通供給流路２２１１は、負圧制御ユニット２２
３０（高圧側）と、共通回収流路２２１２は負圧制御ユニット２２３０（低圧側）と液体
供給ユニット２２２０を介して接続されている。従ってその差圧によって、共通供給流路
２２１１から記録素子基板２０１０の吐出口を通過して共通回収流路２２１２へと流れる
流れが発生する。
【０１１１】
　（吐出モジュールの説明）
　図２９（ａ）は、１つの吐出モジュール２２００を示した斜視図であり、図２９（ｂ）
は、その分解図である。第１の実施形態との差異は、記録素子基板２０１０の複数の吐出
口列方向に沿った両辺部（記録素子基板２０１０の各長辺部）に複数の端子１６がそれぞ
れ配置されている点である。これに伴い記録素子基板２０１０と電気接続されるフレキシ
ブル配線基板４０も、１つの記録素子基板２０１０に対して２枚配置されている。これは
記録素子基板２０１０に設けられる吐出口列数が２０列あり、第１の実施形態の８列より
も大幅に増加しているためであり、端子１６から記録素子までの最大距離を短くして記録
素子基板２０１０内の配線部で生じる電圧低下や信号遅れを低減するためである。また支
持部材２０３０の液体連通口３１は、記録素子基板２０１０に設けられ全吐出口列を跨る
ように開口している。その他の点は、第１の実施形態と同様である。
【０１１２】
　（記録素子基板の構造の説明）
　図３０（ａ）は、記録素子基板２０１０の吐出口１３が配される面の模式図であり、図
３０（ｃ）は、図３０（ａ）の面の裏面を示す模式図である。図３０（ｂ）は図３０（ｃ
）において、記録素子基板２０１０の裏面側に設けられているカバープレート２０２０を
除去した場合の記録素子基板２０１０の面を示す模式図である。図３０（ｂ）に示すよう
に、記録素子基板２０１０の裏面には吐出口列方向に沿って、液体供給路１８と液体回収
路１９とが交互に設けられている。吐出口列数は、第１の実施形態よりも大幅に増加して
いるものの、第１の実施形態との本質的な差異は、前述のように端子１６が記録素子基板
の吐出口列方向に沿った両辺部に配置されていることである。各吐出口列毎に一組の液体
供給路１８と液体回収路１９が設けられていること、カバープレート２０２０に、支持部
材２０３０の液体連通口３１と連通する開口２１が設けられていることなど、基本的な構
成は第１の実施形態と同様である。
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【０１１３】
　（他の実施形態）
　なお、上記実施形態の記載は本発明の範囲を限定するものではない。一例として、本実
施形態では発熱素子により気泡を発生させて液体を吐出するサーマル方式について説明し
たが、ピエゾ方式およびその他の液体吐出方式が採用された液体吐出ヘッドにも本発明を
適用することができる。
【０１１４】
　また、上記実施形態において、記録ヘッドへインクを充填・回復する際、保存用の液体
または流動性が高い初期充填用の液体といった記録に使用するインクとは別の液体、例え
ば濡れ性が高い液体を充填した後に、記録に使用するインクに置換してもよい。
【０１１５】
　本発明における実施形態として、インク等の液体をタンクと液体吐出ヘッドとの間で循
環させる形態のインクジェット記録装置（記録装置）について説明したが、その他の形態
であってもよい。例えばインクを循環せずに、液体吐出ヘッド上流側と下流側に２つのタ
ンクを設け、一方のタンクから他方のタンクへインクを流すことで、液体吐出ヘッドにお
ける圧力室内のインクを流動させる形態であってもよい。
【０１１６】
　また本実施形態は、記録媒体の幅に対応した長さを有する、いわゆるライン型ヘッドを
用いる例を説明したが、記録媒体に対してスキャンを行いながら記録を行う、いわゆるシ
リアル型の液体吐出ヘッドにも本発明を適用することができる。シリアル型の液体吐出ヘ
ッドとしては、例えばブラックインクを吐出する記録素子基板とカラーインクを吐出する
記録素子基板の各々を１つずつ搭載する構成が挙げられるが、これに限るものではない。
つまり、複数個の記録素子基板を吐出口列方向に吐出口がオーバーラップするよう配置し
た、記録媒体の幅よりも短い短尺の液体吐出ヘッドを作成し、それを記録媒体に対してス
キャンさせる形態であってもよい。
【０１１７】
　また、上記第３および第４の実施形態では、インクの溶存酸素量（溶存気体量）を減少
させる脱気手段として、脱気モジュールおよび減圧ポンプ（減圧手段）を用いて構成した
場合を示した。しかし、第３および第４の実施形態における脱気手段を、第２の実施形態
に示した脱気タンクにより構成し、第２の実施形態と同様に脱気動作、循環動作を行うよ
うにすることも可能である。これによれば、第２の実施形態と同様に、気泡の除去を行な
うことが可能になると共に、記録開始信号を受けてから記録動作を開始するまでの時間を
短縮することが可能になる。さらに、各液体吐出ヘッドに対応する脱気手段を安価に構成
することが可能になり、複数の吐出ヘッドを用いる第４の実施形態においては、特に有効
なものとなる。
【符号の説明】
【０１１８】
３　液体吐出ヘッド
１０１　液体吐出ヘッド
１０４　脱気モジュール
１１４　キャップ
１６１　上流共通流路
１２１　減圧ポンプ
１６２　下流共通流路
１０００，２０００　液体吐出装置
１００３　バッファタンク
１００６　メインタンク
１０２３　脱気タンク
３０００　制御手段
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